
月 日 曜日 事　　　　　　　項

4 １ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金 堺市公園協会ホームページに掲載

６ 土

７ 日

８ 月

９ 火

１０ 水

１１ 木

１２ 金 入札参加の申込み　（郵送）　　午後５時まで（必着）

１３ 土

１４ 日

１５ 月 仕様書等に関する疑義　質問締め切り　　午前１１時３０分まで

１６ 火 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書等の交付 午後4時30分まで

１７ 水

１８ 木

１９ 金

２０ 土

２１ 日

２２ 月

２３ 火

２４ 水 入札書提出締切日　　午後５時まで（必着）

２５ 木

２６ 金 入札書の開札　午前１１時

２７ 土

２８ 日

２９ 月

３０ 火

5 １ 水 業務開始

２ 木

３ 金

４ 土

５ 日

６ 月

７ 火

令和6年度フラワーポット管理業務条件付一般競争入札　公募日程



業 務 概 要 

業 務 名 フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務 

業 務 番 号 ２ ０ ２ ４ －４ ０ ３  

契約担当課 緑化推進グループ 担当： 行平・ 半田 

担当課等連絡先 Tel  ０ ７ ２ －２ ４ ５ －０ ０ ７ ０  Fax ０ ７ ２ －２ ４ ５ －０ ０ ６ ９  

施行場所等 
大小路筋、 堺駅前、 堺警察署、 堺東駅前、 湊駅前、 大仙公園予定地、 大仙公園 

第 3 駐車場前、 上野芝駅前、 鳳駅前、 深井駅前、 栂・ 美木多駅前、 光明池駅前 

業務内容 別紙仕様書等のと おり  

入札参加資格 

次の（ １ ） を満たす者 
（ １ ） 下記①から ⑫ま で満たす者のう ち本市に本社、 本店を有する 者 

①地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の４ 及び堺市契約規則第３ 条の規定に該当し ない
者かつ公益財団法人堺市公園協会契約実施細則第３ 条の規定に該当する 者 

②堺市物品調達、 委託等入札参加資格登録事務取扱要綱（ 以下「 登録要綱」 と い
う 。）に基づく 入札参加資格について、業種及び種目「 屋外施設の維持管理 053001 
公園・ 緑地等管理」 で登録し ている 者。  

③入札参加申込の締切日から 開札日ま で（ 再度入札を行う 場合においては、 再度
入札の開札日ま で） の間、 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する 要
綱よ る 入札参加停止ま たは入札参加回避（ 改正前の堺市入札参加有資格業者の
指名停止等に関する 要綱に基づく 指名停止ま たは指名回避を含む） を受けてい
ない者かつ( 公財) 堺市公園協会入札参加有資格業者の指名停止等に関する 要綱
に基づく 指名停止等の措置を受けていない者 

④会社更生法第１ ７ 条に規定する 更正手続き 開始の申立て（ 同法附則第２ 条の規
定によ り なお従前の例によ る こ と と さ れている 更正事件に係る 同法によ る 改正
前の会社更生法第３ ０ 条に規定する 更正手続開始の申立てを含む。） がなさ れて
いる 者（ 同法１ ９ ９ 条に規定する 更正計画認可の決定（ 旧法第２ ２ ３ 条に規定
する 更正計画認可の決定を含む。） を受けている 者を除く 。） 又は民事再生法第
２ １ 条に規定する 再生手続開始の申立てがなさ れている 者（ 同法１ ７ ４ 条に規
定する 再生計画認可の決定を受けている 者を除く 。） 等経営状態が著し く 不健全
な者でないこ と 。  

⑤入札参加申込の締切日から 開札日ま で（ 再度入札を行う 場合においては、 再度
入札の開札日ま で） の間に、 堺市契約関係暴力団排除措置要綱（ 以下「 排除要
綱」 と いう 。） によ る 入札参加除外（ 改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺
市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく 入札参加除外を含む。） を受けていな
い者。 ま た、 排除要綱第５ 条第２ 号に規定する 、 大阪府警察本部から 暴力団員
又は暴力団密接関係者に該当する 旨の通報等（ 改正前の堺市暴力団等排除措置
要綱に規定する 通報等を含む。） を受けた当該通報に係る 者でないこ と 。  

⑥当該業務の入札者（ 契約に関する 権限等を委任さ れた受任者を含む） が、  他の
入札者（ 契約に関する 権限等を委任さ れた受任者を含む。） を兼ねていないこ と
（ 同一代表者が複数の企業で同一業務に参加する こ と ができ ま せん。）  

⑦造園工事の技術者（ １ 、 ２ 級造園施工管理技士、 １ 級造園技能士、 又は５ 年以
上の実務経験） を申し 込み時点で保有（ 雇用） し ている こ と 。  

⑧仕様書に基づき 、 信義に従い誠実に業務を履行でき る 者。  
 ⑨組合や協会等の各種団体については、 その構成員が当該業務に入札参加の申込

みをし ていないこ と 。  
 ⑩入札説明書で指定する 書類の全てを提出でき る こ と 。  

⑪登録要綱第３ 条第１ 号に定める 市内業者である こ と 。  

契約予定期間 令和６ 年５ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日 

※ 詳細については、 仕様書、 入札説明書等をご覧く ださ い。  



入 札 説 明 書 

 

１  契約（ 業務） 担当課 

〒５ ９ ０ －０ ８ ０ ３  

公益財団法人堺市公園協会  担当： 行平・ 半田 

電話 ０ ７ ２ －２ ４ ５ －０ ０ ７ ０   

FAX  ０ ７ ２ －２ ４ ５ －０ ０ ６ ９  

E-mai l   par k-a. sakai @si r i us. ocn. ne. j p 

 

２  条件付一般競争入札に付する 事項 

（ １ ） 業務名 

   フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務 

（ ２ ） 業務内容等 

   別紙「 フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務」 仕様書等のと おり 。  

（ ３ ） 履行期間 

   令和６ 年５ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日 

( ４ )  契約方法 

   総価契約 

（ ５ ） 最低制限価格 

   設定する 。  

 

３  条件付一般競争入札参加資格 

 次の（ １ ） を満たす者 

（ １ ） 下記①から ⑪ま で満たす者のう ち本市に本社、 本店を有する 者 

①地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の４ 及び堺市契約規則第３ 条の規定に該当し ない者かつ公益財団法人

堺市公園協会契約実施細則第３ 条の規定に該当する 者 

②堺市物品調達、 委託等入札参加資格登録事務取扱要綱（ 以下「 登録要綱」 と いう 。） に基づく 入札参

加資格について、 業種及び種目「 屋外施設の維持管理 053001 公園・ 緑地等管理」 で登録し ている

者。  

③入札参加申込の締切日から 開札日ま で（ 再度入札を行う 場合においては、 再度入札の開札日ま で）

の間、 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する 要綱よ る 入札参加停止ま たは入札参加回避

（ 改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する 要綱に基づく 指名停止ま たは指名回避を

含む。）を 受けていない者かつ公益財団法人堺市公園協会入札参加有資格者の入札参加停止等に関す

る 要綱に基づく 入札参加停止等の措置を受けていない者 

④会社更生法第１ ７ 条に規定する 更正手続き 開始の申立て（ 同法附則第２ 条の規定によ り なお従前の

例によ る こ と と さ れている 更正事件に係る 同法によ る 改正前の会社更生法第３ ０ 条に規定する 更正

手続開始の申立てを含む。） がなさ れている 者（ 同法１ ９ ９ 条に規定する 更正計画認可の決定（ 旧法

第２ ２ ３ 条に規定する 更正計画認可の決定を含む。） を受けている 者を除く 。） 又は民事再生法第２

１ 条に規定する 再生手続開始の申立てがなさ れている 者（ 同法１ ７ ４ 条に規定する 再生計画認可の

決定を受けている 者を 除く 。） 等経営状態が著し く 不健全な者でないこ と 。  

⑤入札参加申込の締切日から 開札日ま で（ 再度入札を行う 場合においては、 再度入札の開札日ま で）

の間に、 堺市契約関係暴力団排除措置要綱（ 以下「 排除要綱」 と いう 。） によ る 入札参加除外（ 改正

前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく 入札参加除外を 含

む。） を受けていない者。 ま た、 排除要綱第５ 条第２ 号に規定する 、 大阪府警察本部から 暴力団員又

は暴力団密接関係者に該当する 旨の通報等（ 改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する 通報等

を含む。） を 受けた当該通報に係る 者でないこ と 。  

⑥当該業務の入札者（ 契約に関する 権限等を委任さ れた受任者を含む） が、  他の入札者（ 契約に関す

る 権限等を委任さ れた受任者を含む。） を兼ねていないこ と（ 同一代表者が複数の企業で同一業務に

参加する こ と ができ ま せん。）  

⑦造園工事の技術者（ １ 、 ２ 級造園施工管理技士、 １ 級造園技能士、 又は５ 年以上の実務経験） を申

し 込み時点で保有（ 雇用） し ている こ と 。  
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⑧仕様書に基づき 、 信義に従い誠実に業務を履行でき る 者。  

⑨組合や協会等の各種団体については、その構成員が当該業務に入札参加の申込みをし ていないこ と 。 

⑩入札説明書で指定する 書類の全てを提出でき る こ と 。  

⑪登録要綱第３ 条第１ 号に定める 市内業者である こ と 。  

 

４  条件付一般競争入札参加の申込み 

前記条件付一般競争入札参加資格を全て満たし 、 当協会への入札参加を 希望する 者は入札関係書類を

熟読の上、 受付期間に、 必要事項を 記載し た条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書を、 下記提出先

に一般書留又は簡易書留で提出し なければなら ない。  

 

（ １ ） 受付締切 

令和６ 年 ４ 月１ ２ 日（ 金） ま で（ 午後５ 時必着）  郵送 持参不可 

 

（ ２ ） 提出書類等 

①  条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書 

 

（ ３ ） 郵送先 

〒５ ９ ０ －０ ８ ０ ３  

堺市堺区東上野芝町１ 丁４ 番地３ （ ２ Ｆ ）  

公益財団法人堺市公園協会  

 

５  条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書等の交付 

前記４ の入札参加の申込みを行った方へ、 当協会よ り 下記のと おり 、 条件付一般競争入札参加資格確

認結果通知書他、 入札に必要な書類を下記の予定で交付し ま すので来所く ださ い。 なお、 貼付し てお

り ま す「 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知受領書」 に記載例のと おり 記入・ 押印の上、 必ず

ご持参く ださ い。  

 

関係書類交付日 

令和６ 年 ４ 月１ ６ 日（ 火） 午前９ 時３ ０ 分から 午後４ 時３ ０ 分ま で（ 厳守）  

（ ただし 、 正午から １ ２ 時４ ５ 分の間は除く ）  

 

交付場所 

堺市堺区東上野芝町１ 丁４ 番地３ （ ２ Ｆ ）  

公益財団法人堺市公園協会 

 

６  仕様書等に関する 疑義 

仕様書等の入札関係書類において疑義がある 場合は、 電子メ ール 

e-mai l ( park-a. sakai @si r i us. ocn. ne. j p) にて質問する こ と 。  

その際、 質問のある 業務名、 質問者の名称、 商号、 担当者氏名、 電話番号、 FAX番号、 E メ ールアド レ

ス を明記の上、 質問し てく ださ い。  

 

（ １ ） 質問締切 

令和６ 年 ４ 月１ ５ 日（ 月） 午前１ １ 時３ ０ 分ま で 

 

（ ２ ） 回答 

令和６ 年４ 月１ ６ 日（ 火） 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書等の交付の際、 文書にてお

答えし ま す。  

 

７  入札方式 

本業務の入札方式は、 条件付一般競争入札と する 。  
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８  入札方法 

（ １ ） 入札は郵便入札でおこ なう 。  

（ ２ ） 入札は当協会指定の入札書にて行う も のと し 、 こ れによ ら ない場合は失格と する 。  

（ ３ ） 入札書に記載さ れる 金額は総価でおこ なう 。  

( ４ )  契約方法は総価契約でおこ なう 。  

( ５ )  落札決定に当たっては、入札書に記載さ れた金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額（ 以     

下「 消費税相当額」 と いう ） を加えて得た金額（ 当該金額に１ 円未満の端数がある と き はその端

数金額を 切り 捨てた金額） をも って落札金額と する ため、 入札者は消費税及び地方消費税に係る

課税事業者である か免税事業者である かを問わず、 見積った契約希望金額の消費税等相当額を含

ま ない金額を入札書に記載する こ と 。   

 

９  入札書の封かん 

入札書は必ず当協会から 交付する 封筒（ 緑色） に入れ、 入札書に押印し た印鑑と 同じ 印鑑で封印する

こ と 。 ま た、 封筒の裏面には必ず会社名を記載する こ と 。  

 

１ ０  入札書の提出方法 

入札書は下記提出期間の間に必ず一般書留又は簡易書留にて郵送する こ と（ 持参不可）。 なお、 必ず当

協会指定の入札書、入札書封入用小封筒（ 緑色）、入札書郵送用大封筒（ 青色） にて入札する も のと し 、

一度提出さ れた入札書の引換え、 変更又は撤回は一切認めない。 ま た、 入札書が提出締切日ま でに提

出さ れなかった場合、 若し く は当協会指定の入札書、 封筒を使用し ていない場合は、 当該入札を無効

と する 。  

 

（ １ ） 提出締切 

令和６ 年 ４ 月２ ４ 日（ 水） 午後５ 時ま で（ 必着・ 持参不可）  

 

（ ２ ） 提出先 

〒５ ９ ０ －０ ８ ０ ３  

堺市堺区東上野芝町１ 丁４ 番地３ （ ２ Ｆ ）  

公益財団法人堺市公園協会 

（ 既に入札書郵送用大封筒に記載済）  

※必ず「 郵便によ る 入札の注意事項」 ( 入札参加者に配付し ま す) を熟読の上、入札に参加する こ と 。  

 

１ １  開札等 

（ １ ） 開札の日時及び場所 

ア 日時 令和６ 年４ 月２ ６ 日（ 金） 午前１ １ 時０ ０ 分 

イ  場所 堺市堺区東上野芝町１ 丁４ 番地３  

公益財団法人堺市公園協会 2F 会議室 

（ ２ ） 開札への立会い 

開札は公開と し 、入札参加者の内、開札への立会いを希望する 者は立ち会う こ と ができ る 。ただし 、

その際は、 開札場所への入室は 1 者 1 名と し 、 入室の際に「 条件付一般競争入札参加資格確認結果

通知書」 の提示が必要と なり ま す。  

 

（ ３ ） 開札時に持参する 物 

・ 条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 

・ 入札書に押印し ている 印鑑（ 代理人が出席する 場合は委任状に押印さ れている 個人印）  

・ 委任状（ 代理人が出席する 場合のみ）  

・ 筆記用具 

 

（ ４ ） 開札 

開札後、 最低制限価格を下回る 入札を行った者は無効と し 、 予定価格の制限の範囲内の価格で最低

制限価格以上の価格を も っ て入札し た者のう ち、最低の価格をも って入札し た者を落札候補者と し 、

契約の手続き（ 落札決定後、 ５ 日以内に契約締結をする 。） に入り ま す。 ま た、 落札候補者が当該業



務の契約に応じ ない場合( 錯誤の入札等) は、 当該入札を無効（ 堺市公園協会入札参加有資格者の入

札参加停止等に関する 要綱に基づき 、 入札参加停止の措置をおこ なう こ と がある ） と し 、 予定価格

の制限範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をも って入札し た者のう ち、 次順位以降の者を順次

繰り 上げ、 落札候補者と する 。  

 

（ ５ ） 同価の場合の取扱 

開札の結果、 落札者と なる べき 同価の入札をし た者が２ 人以上ある と き は、 その場で直ちに、 く じ

引き を行い落札候補者を決定し ま す。なお、入札者が当該入札に立会人と し て参加し ている 場合は、

その者がく じ を引き 、 参加し ていない場合は、 こ れに代えて、 当該入札事務に関係のない当協会職

員にく じ を引かせる も のと し ま す。  

 

（ ６ ） 入札回数 

入札回数は、 １ 回限り と する 。 地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の８ 及び公益財団法人堺市公園協会契

約実施細則第２ １ 条に規定する 再度入札は実施し ない。  

 

（ ７ ） 落札候補者がないと き  

入札の結果、 落札者と なる べき 入札者がいないと き は、 後日、 速やかに入札方法を改めて新たに入

札を行いま す。  

 

（ ８ ） 入札結果の連絡 

落札者にのみ、 電話にて入札結果を連絡し ま す。 なお、 入札結果は後日、 堺市公園協会ホームペー

ジ（ ht t ps: //www. sakai -park. or . j p/） の入札情報の公表する 予定 

 

１ ２  事後審査提出書類 

① １ 、 ２ 級造園施工管理技士及び１ 級造園技能士の資格証の写し 、 又は５ 年以上の実務経験を 

証明する も の（ 実務経歴書）  

② 主任技術者調書及び実務経歴書 

③ 上記主任技術者の健康保険被保険者証の写し 又は雇用保険被保険者証等の写し  

 

 

１ ３  入札参加停止の措置等を受けた入札参加者ま たは落札者について 

 公益財団法人堺市公園協会理事長は、 開札から 落札決定ま での期間において、 入札参加者が次のいず

れかに該当し た場合は、落札者と し ない。ま た、理事長は落札決定から 契約締結ま での期間において、

落札者が次の（ １ ）、（ ２ ）、（ ４ ） のいずれかに該当し た場合は、 契約を締結し ないこ と ができ 、 次の

（ ３ ） に該当し た場合は、 契約を締結し ない。  

 

（ １ ）「 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する 要綱」 及び堺市公園協会「 入札参加有資格者の

入札参加停止等に関する 要綱」 によ る 入札参加停止ま たは入札参加回避( 改正前の「 堺市入札参加

有資格業者の指名停止等に関する 要綱」 に基づく 指名停止ま たは指名回避を 含む。 ) の措置を受け

た場合。  

（ ２ ） 会社更生法第１ ７ 条に規定する 更正手続き 開始の申立て（ 同法附則第２ 条の規定によ り なお従前

の例によ る こ と と さ れている 更正事件に係る 同法によ る 改正前の会社更生法第３ ０ 条に規定する

更正手続開始の申立てを含む。） がなさ れている 者（ 同法１ ９ ９ 条に規定する 更正計画認可の決定

（ 旧法第２ ２ ３ 条に規定する 更正計画認可の決定を含む。） を 受けている 者を 除く 。） 又は民事再

生法第２ １ 条に規定する 再生手続開始の申立てがなさ れている 者（ 同法１ ７ ４ 条に規定する 再生

計画認可の決定を受けている 者を除く 。） 等経営状態が著し く 不健全な者の場合。  

（ ３ ） 入札参加申込の締切日から 開札日ま で（ 再度入札を行う 場合においては、 再度入札の開札日ま で）

の間に、 堺市契約関係暴力団排除措置要綱によ る 入札参加除外（ 改正前の堺市暴力団等排除措置

要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく 入札参加除外を 含む） の措置を受けた場合、

ま た、 排除要綱第５ 条第２ 号に規定する 、 大阪府警察本部から 暴力団員又は暴力団密接関係者に

該当する 旨の通報等（ 改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する 通報等を含む。） を受けた当

該通報に係る 者の場合。  

https://www.sakai-park.or.jp/


（ ４ ）（ １ ）、（ ２ ）、（ ３ ） のほか、 入札参加資格を満たさ なく なった場合。  

 

１ ４  入札の辞退 

入札を辞退する 場合は、 必ず当該案件の開札日の前日（ 土・ 日曜日、 祝日の場合はその前日） ま でに

入札辞退届を、 前記１ 契約（ 担当） 課に提出し てく ださ い。 ただし 、 入札書を既に提出し た場合、 入

札の辞退は出来ま せん。  

 

 

１ ５  その他 

（ １ ） 契約手続において使用する 言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る 。  

（ ２ ） 入札書提出の際には必ず「 郵便によ る 入札の注意事項」 を 熟読の上、 当協会が定めた提出方法に

て提出する こ と 。 なお、 当協会が定めた提出方法以外で入札書を提出し た場合は無効と する 。  

（ ３ ） 当協会へ提出する 書類に虚偽の記載をし た場合は、 公益財団法人堺市公園協会入札参加有資格者

の入札参加停止等に関する 要綱に基づき 入札参加停止等の措置を行う こ と がある 。  

（ ４ ） 入札参加者は地方自治法、 同法施行令、 公益財団法人堺市公園協会契約実施細則、 業務概要、 仕

様書等、契約書（ 案）、入札説明書等の内容及びその他契約条件を熟知のう え入札に参加する こ と 。  

（ ５ ） 入札保証金 

免除する 。 ただし 、 落札者が正当な理由なく 契約締結に応じ ないと き は、 落札金額の１ ０ ０ 分の

３ に相当する 違約金を 徴する 。  

（ ６ ） 契約保証金 

要（ 契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上。 ただし 利子は付さ ない。）。 ただし 、 下記のア～ウ に該当す

る 場合は、 免除する 場合がある 。  

ア 保険会社と の間に当協会を被保険者と する 履行保証保険契約を締結し 、 その証書を提出し

たと き 。  

イ  過去２ 年間に、 当協会、 国（ 公社及び公団を含む。） 又は地方公共団体と 、 種類及び規模

をほぼ同じ く する 契約を １ 回以上締結し 、 こ れら を すべて誠実に履行し たと き 。（ 当協会

以外の場合は、 履行実績証明書が必要）  

ウ  契約金額が、 1, 000, 000 円以下である と き 。  

（ ７ ） 入札の中止等 

入札に関し 、 入札参加者が不正な行為を行った場合、 又は不正な行為を 行ったおそれが非常に強

い場合等、 本入札を公正に執行する こ と ができ ないと 判断さ れる と き は、 入札の執行を延期又は

中止する こ と がある 。  

（ ８ ） 入札の無効 

次に掲げる 入札は無効と する 。  

ア 入札書が所定の日時を 過ぎて到着し たと き 。  

イ  入札書の記入事項について、 必要な文字を欠き 、 又は判読でき ないと き 。  

ウ  入札書に記名押印がないと き 。  

エ 入札金額を訂正し た入札。  

オ 鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書に記入し たと き 。  

カ 1 つの入札に対し て２ 通以上の入札書を提出し たと き 。  

キ 本件公示に示し た入札に参加する 資格のない者がし た入札。  

ク  本入札に係る 書頬に虚偽の記載をし た者がし た入札。  

ケ 入札保証金を要する 場合において、 こ れを納付せず、 又はその金額に不足がある と き 。  

コ  入札者若し く はその代理人が他の入札代理人と なり 、 又は数人共同し て入札し たと き 。  

サ 代表者（ 契約に関する 権限等を委任さ れた受任者を含む） 若し く はその代理人が、 他の入

札者の代表者（ 契約に関する 権限等を委任さ れた受任者を含む） 若し く はその代理人を兼

ねている と き 。  

シ 入札に関し 不正な行為を行ったと き 、 又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いと き 。  

ス  その他、 公正な入札執行を阻害する 入札。  

セ 当協会が定める 提出方法以外の方法で入札書を提出し たと き 。  

ソ  その他入札に関する 条件に違反し たと き 。  



タ  最低制限価格を下回る 金額で入札し たと き 。  

チ その他堺市契約規則第２ ２ 条及び公益財団法人堺市公園協会契約実施細則第２ ０ 条に該

当する 入札 

（ ９ ） 契約の締結日 

   落札決定後、 ５ 日（ 土・ 日・ 祝を除く 。） 以内に契約を締結する こ と と する 。  



 

   委 託 契 約 書 
収入印紙 

 

 貼付 

 
 

  
 

 業務名 フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務 

 

 履行場所 

大小路筋、 堺駅前、 堺警察署、 堺東駅前、 湊駅前、 大仙公園予定地、  

大仙公園第 3 駐車場前、 上野芝駅前、 鳳駅前、 深井駅前、 栂・ 美木多駅前、  

光明池駅前 

 履行期間 令和６ 年５ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日 

 契約金額 
       総価契約￥              円 

（ う ち取引に係る 消費税及び地方消費税の額￥      円）  

 契約保証金 

要 

落札金額の10/100以上（ ただし 、 利子は付さ ない。 )  

なお、 次の各号に該当する と き は、 契約保証金を 免除する こ と がある 。  

( 1)  保険会社と の間に本協会を 被保険者と する 履行保証保険契約を 締結し 、 その証書を提出し たと き 。  

( 2)  過去2年間に、 国( 公社及び公団を 含む。 ) 又は地方公共団体と 、 種類及び規模を ほぼ同じ く する 契約を 1回

以上締結し 、 こ れら をすべて誠実に履行し たと き 。  

( 3)  契 約 金 額 が 、 1, 000, 000円以 下 で あ る と き 。  
 

 上記の業務について、 発注者と 受注者は、 おのおの対等な立場における 合意に基 

づいて、 次の条項によ り 契約を 締結し 、 信義に従っ て誠実にこ れを 履行する も のと  

する 。  

  こ の契約の成立を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 当事者記名押印のう え、  

 各自１ 通を 保有する 。  

 

 令和  年  月  日 

 

    発 注 者  住 所  

           名 称 

           代表者  

 

    受 注 者  住 所  

           名 称   

           代表者                        
  

案 



（ 総  則 ）  

第 １ 条  発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 契 約 書 記 載 の 業 務（ 以 下 単 に「 業 務 」 と い う 。 ） の 委 託

契 約 に 関 し 、 こ の 契 約 書 、 別 紙 仕 様 書 そ の 他 の 関 係 書 類（ 以 下 こ れ ら を「 契 約 書 類 」

と い う 。 ） に 基 づ き 、 日 本 国 の 法 令 を 遵 守 し 、 信 義 に 従 い 誠 実 に こ れ を 履 行 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  受 注 者 は 、 業 務 を 契 約 書 記 載 の 履 行 期 間（ 以 下 単 に「 履 行 期 間 」 と い う 。 ） 内 に 履

行 す る も の と し 、 発 注 者 は 、 そ の 契 約 金 額（ 単 価 契 約 の 場 合 に あ っ て は 、 契 約 単 価 に

発 注 し た 数 量 を 乗 じ て 得 た 額（ 以 下「 発 注 総 額 」 と い う 。 ） ） を 契 約 代 金 と し て 支 払

う も の と す る 。  

３  こ の 契 約 に お け る 期 間 の 定 め に つ い て は 、 契 約 書 類 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除

き 、 民 法（ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） 及 び 商 法（ 明 治 ３ ２ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） の 定 め る

と こ ろ に よ る も の と す る 。  

４  こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 で 用 い る 言 語 は 、 日 本 語 と す る 。  

５  こ の 契 約 書 に 定 め る 金 銭 の 支 払 に 用 い る 通 貨 は 、 日 本 円 と す る 。  

６  こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 で 用 い る 計 量 単 位 は 、 契 約 書 類 に

特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 計 量 法（ 平 成 ４ 年 法 律 第 ５ １ 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ

る も の と す る 。  

７  こ の 契 約 は 、 日 本 国 の 法 令 に 準 拠 す る も の と す る 。  

（ 管 轄 の 合 意 ）  

第 ２ 条  こ の 契 約 に 関 す る 争 訟 の 提 起 、申 立 て 等 は 、発 注 者 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所

に 行 う も の と す る 。   

（ 業 務 実 施 計 画 書 等 の 提 出 ）  

第 ３ 条  受 注 者 は 、こ の 契 約 の 締 結 後 、直 ち に 業 務 実 施 計 画 書 及 び 業 務 に 必 要 な 関 係 書

類 を 作 成 し 、 発 注 者 に 提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 発 注 者 に お い て そ の 必 要 が な い

と 認 め る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 ）  

第 ４ 条  受 注 者 は 、こ の 契 約 に よ り 生 じ る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、承 継 さ せ 、

又 は そ の 権 利 を 担 保 の 目 的 に 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 あ ら か じ め 、 発 注 者 の 承 諾

を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  受 注 者 が 前 払 金 の 使 用 や 部 分 払 等 に よ っ て も な お こ の 契 約 の 業 務 の 履 行 に 必 要 な

資 金 が 不 足 す る こ と を 疎 明 し た と き は 、 発 注 者 は 、 特 段 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 受

注 者 の こ の 契 約 か ら 生 じ る 債 権 の 譲 渡 に つ い て 、 前 項 た だ し 書 の 承 諾 を し な け れ ば

な ら な い 。  

３  受 注 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 第 １ 項 た だ し 書 の 承 諾 を 受 け た 場 合 は 、 こ の 契 約 か

ら 生 じ る 債 権 の 譲 渡 に よ り 得 た 資 金 を こ の 契 約 の 業 務 の 履 行 以 外 に 使 用 し て は な ら

ず 、 ま た そ の 使 途 を 疎 明 す る 書 類 を 発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 再 委 託 の 禁 止 ）  

第 ５ 条  受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 履 行 に つ い て 、 業 務 を 第 三 者 に 委 任 し 、 又 は 請 け 負 わ せ

る こ と （ 以 下「 再 委 託 」 と い う 。 ） を し て は な ら な い 。 た だ し 、 業 務 の 一 部 に つ い て

相 当 の 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 再 委 託 の 届 出 等 ）  

第 ６ 条  前 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 業 務 の 一 部 に つ い て 再 委 託 す る 場 合 、受 注 者 は 、あ

ら か じ め 発 注 者 と 協 議 し 、 発 注 者 の 同 意 を 得 た 上 、 再 委 託 し よ う と す る 相 手 方（ 以 下

「 再 委 託 先 」 と い う 。 ） の 商 号 又 は 名 称 並 び に 業 務 の う ち 再 委 託 す る 部 分 及 び 再 委 託

す る 理 由 そ の 他 発 注 者 が 必 要 と す る 事 項 を 、 書 面 を も っ て 発 注 者 に 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。  

２  受 注 者 が 前 項 の 規 定 に よ り 業 務 の 一 部 を 再 委 託 す る と き は 、 次 の と お り と す る 。  



( 1)  受 注 者 は 、 公 益 財 団 法 人 堺 市 公 園 協 会 入 札 参 加 有 資 格 者 の 入 札 参 加 停 止 等 に 関

す る 要 綱 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 入 札 参 加 停 止 を 受 け た 者 、 ま た 、 堺 市 入 札 参 加

有 資 格 者 の 入 札 参 加 停 止 等 に 関 す る 要 綱（ 平 成 １ １ 年 制 定 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 入 札 参 加 停 止 を 受 け た 者（ 以 下「 入 札 参 加 停 止 者 」 と い う 。 ） 及 び 堺 市 契 約 関

係 暴 力 団 排 除 措 置 要 綱（ 平 成 ２ ４ 年 制 定 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 入 札 参 加 除 外

を 受 け た 者（ 以 下「 入 札 参 加 除 外 者 」 と い う 。 ） 並 び に 第 １ ９ 条 第 １ ０ 号 に 該 当 す

る 者 を 再 委 託 先 と し て は な ら な い 。  

( 2)  受 注 者 は 、 再 委 託 先 の 行 為 の 全 て に つ い て 責 任 を 負 う も の と す る 。  

３  受 注 者 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 業 務 の 一 部 を 再 委 託 し た と き 並 び に 受 注 者 及 び 再

委 託 先 が 資 材 又 は 原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約 を し た と き の 相 手 方（ 以 下「 再 委 託

先 等 」 と い う 。 ） が 、 堺 市 暴 力 団 排 除 条 例（ 平 成 ２ ４ 年 条 例 第 ３ ５ 号 。 以 下「 暴 排 条

例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員（ 以 下 単 に「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ）

又 は 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 密 接 関 係 者 （ 以 下 単 に 「 暴 力 団 密 接 関 係 者 」 と い

う 。 ） で な い こ と を そ れ ぞ れ が 表 明 し た 誓 約 書 を 徴 取 し 、 発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 が 必 要 で な い と 判 断 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

４  発 注 者 は 、受 注 者 が 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 経 ず に 再 委 託 し た 場 合 、入 札 参 加 停

止 者 を 再 委 託 先 と し た 場 合 又 は 入 札 参 加 除 外 者 若 し く は 第 １ ９ 条 第 １ ０ 号 に 該 当 す

る 者 を 再 委 託 先 等 と し た 場 合 は 、受 注 者 に 対 し て 、当 該 再 委 託 先 等 と の 契 約 の 解 除 を

求 め る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お け る 一 切 の

責 任 は 、 受 注 者 が 負 う も の と す る 。  

 （ 不 当 介 入 に 対 す る 措 置 ）  

第 ７ 条  受 注 者 は 、こ の 契 約 の 履 行 に 当 た り 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 か ら 、暴 排

条 例 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を 利 す る こ と と な る よ う な 社 会 通 念 上 不 当 な 要

求 又 は 契 約 の 適 正 な 履 行 を 妨 げ る 行 為（ 以 下「 不 当 介 入 」 と い う 。） を 受 け た と き は 、

直 ち に 発 注 者 に 報 告 す る と と も に 、 警 察 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  受 注 者 は 、 再 委 託 先 等 が 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 か ら 不 当 介 入 を 受 け た と

き は 、 直 ち に 発 注 者 に 報 告 す る と と も に 、 当 該 再 委 託 先 等 に 対 し て 、 警 察 に 届 け 出 る

よ う 指 導 し な け れ ば な ら な い 。  

３  発 注 者 は 、 受 注 者 が 発 注 者 に 対 し 、 前 ２ 項 に 規 定 す る 報 告 を し な か っ た と き は 、 暴

排 条 例 に 基 づ く 公 表 及 び 入 札 参 加 停 止 を 行 う こ と が で き る 。  

４  発 注 者 は 、 受 注 者 又 は 再 委 託 先 等 が 不 当 介 入 を 受 け た こ と に よ り こ の 契 約 の 履 行

に つ い て 遅 延 等 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 受 注 者 が 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 報 告 及 び 届 出 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 及 び 指 導 を 行 っ た 場 合 に 限 り 、 必 要

に 応 じ て 履 行 期 間 の 延 長 等 の 措 置 を と る も の と す る 。  

（ 特 許 権 等 の 使 用 ）                            

第 ８ 条  受 注 者 は 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 商 標 権 そ の 他 日 本 国 の 法 令 に 基 づ き

保 護 さ れ る 第 三 者 の 権 利（ 以 下「 特 許 権 等 」 と い う 。 ） の 対 象 と な っ て い る 業 務 仕 様

又 は 履 行 方 法 を 使 用 す る と き は 、 そ の 使 用 に 関 す る 一 切 の 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 発 注 者 が そ の 業 務 仕 様 又 は 履 行 方 法 を 指 定 し た 場 合 に お い て 、 契 約 書

類 に 特 許 権 等 の 対 象 で あ る 旨 の 明 示 が な く 、か つ 、受 注 者 が そ の 存 在 を 知 ら な か っ た

と き は 、 発 注 者 は 、 受 注 者 が そ の 使 用 に 関 し て 要 し た 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 法 令 上 の 責 任 等 ）  

第 ９ 条  受 注 者 は 、 業 務 に 従 事 す る 者 及 び 第 １ １ 条 に 規 定 す る 業 務 責 任 者 の 使 用 者 と

し て 、 労 働 基 準 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ４ ９ 号 ） 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法（ 昭 和 ２ ２ 年

法 律 第 ５ ０ 号 ） 、 職 業 安 定 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ４ １ 号 ） 、 最 低 賃 金 法（ 昭 和 ３ ４

年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ） 、 健 康 保 険 法（ 大 正 １ １ 年 法 律 第 ７ ０ 号 ） 、 厚 生 年 金 保 険 法（ 昭



和 ２ ９ 年 法 律 第 １ １ ５ 号 ） 、 雇 用 保 険 法（ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号 ） そ の 他 関 係 法

令 を 遵 守 す る と と も に 、 こ れ ら 法 令 上 の 一 切 の 責 任 を 負 い 、 か つ 、 責 任 を も っ て 労 務

管 理 を 行 う も の と す る 。  

 （ 監 督 員 ）  

第 １ ０ 条  発 注 者 は 、 こ の 契 約 の 履 行 に 関 し 、 発 注 者 の 指 定 す る 職 員（ 以 下「 監 督 員 」

と い う 。 ） を 定 め た と き は 、 そ の 氏 名 を 受 注 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 監 督 員 を

変 更 し た と き も 、 ま た 同 様 と す る 。  

２  監 督 員 は 、こ の 契 約 の 他 の 条 項 に 定 め る 職 務（ 第 １ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 検 査 及

び 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 再 検 査 の 規 定 に よ る 検 査 を 除 く 。 ） を 行 う 権 限 の ほ か 、 次 に 掲

げ る 行 為 を 行 う 権 限 を 有 す る 。  

( 1)  業 務 の 進 捗 状 況 の 確 認 及 び 履 行 状 況 の 監 督  

( 2)  契 約 の 履 行 に つ い て の 受 注 者 又 は 受 注 者 の 業 務 責 任 者 に 対 す る 指 示 、 承 諾 及 び

協 議  

( 3)  契 約 書 類 に 基 づ き 受 注 者 が 作 成 し た 書 類 の 承 諾  

( 4)  契 約 書 類 の 記 載 内 容 に 関 す る 受 注 者 の 確 認 又 は 質 問 に 対 す る 回 答  

 （ 業 務 責 任 者 ）  

第 １ １ 条  受 注 者 は 、 業 務 を 履 行 す る に 当 た っ て は 、 業 務 責 任 者 を 定 め 、 そ の 氏 名 等 を

発 注 者 に 報 告 す る も の と す る 。 業 務 責 任 者 を 変 更 し た と き も 、 ま た 同 様 と す る 。  

２  業 務 責 任 者 は 、 こ の 業 務 の 履 行 に 関 し 、 そ の 運 営 及 び 取 締 り を 行 う ほ か 、 契 約 金 額

（ 単 価 契 約 に あ っ て は 契 約 単 価 ） の 変 更 、 履 行 期 間 の 変 更 、 契 約 代 金 の 支 払 い の 請 求

及 び 受 領 、業 務 関 係 者 に 関 す る 措 置 請 求 並 び に 契 約 の 解 除 に 係 る 権 限 を 除 き 、こ の 契

約 に 基 づ く 受 注 者 の 一 切 の 権 限 を 行 使 す る こ と が で き る 。  

 （ 業 務 内 容 の 変 更 ）  

第 １ ２ 条  発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 業 務 内 容 を 変 更 し 、 又 は 業 務 の 履 行

を 中 止 さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 契 約 金 額（ 単 価 契 約 に あ っ て は 契 約

単 価 ） 又 は 契 約 内 容 を 変 更 す る 必 要 が あ る と き は 、発 注 者 及 び 受 注 者 が 協 議 し て 定 め

る 。  

２  受 注 者 は 、そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 そ の 他 正 当 な 理 由 に よ り 、業 務 が

履 行 で き な く な っ た と き は 、直 ち に 発 注 者 に そ の 旨 を 明 示 し て 、そ の 指 示 を 求 め な け

れ ば な ら な い 。  

 （ 臨 機 の 処 置 ）  

第 １ ３ 条  受 注 者 は 、災 害 防 止 等 緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、臨 機 の 処 置 を と ら な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 注 者 は 、 そ の 処 置 の 内 容 を 直 ち に 発 注 者 に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。  

 （ 立 会 ・ 報 告 ）  

第 １ ４ 条  発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 業 務 の 履 行 に 立 ち 会 い 、 又 は 受

注 者 に 対 し 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 発 注 者 は 、 業 務 の 履 行 が

適 正 で な い と 認 め る と き は 、 そ の 補 正 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 損 害 の 負 担 ）  

第 １ ５ 条  受 注 者 は 、 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 発 注 者 に 損 害 を 与 え た と き

は 、 直 ち に 発 注 者 に 報 告 し 、 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。  

２  受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 履 行 に 関 し 、 第 三 者（ 発 注 者 の 職 員 を 含 む 。 ） に 損 害 を 与 え

た と き は 、 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 場 合 を 除 き 、 そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な

い 。  

 （ 検 査 ）  

第 １ ６ 条  受 注 者 は 、業 務 が 完 了 し た と き は 、発 注 者 に 対 し て 業 務 完 了 届 を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  



２  発 注 者 は 、前 項 の 業 務 完 了 届 を 受 理 し た と き は 、そ の 受 理 し た 日 か ら 起 算 し て １ ０

日 以 内 に 検 査 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 に 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る 。  

４  受 注 者 は 、検 査 の 結 果 、契 約 書 類 の 記 載 内 容 及 び 発 注 者 と 受 注 者 の 協 議 に よ り 定 め

た 事 項 と 適 合 し な い 部 分 に つ い て 発 注 者 か ら 改 善 指 示 を 命 ぜ ら れ た と き は 、 直 ち に

当 該 部 分 の 改 善 を 行 い 、 再 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 契 約 代 金 の 支 払 ）  

第 １ ７ 条  受 注 者 は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 検 査 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 再 検 査 に 合

格 し た と き は 、 次 の と お り 支 払 請 求 書 を 発 注 者 に 提 出 し 、 契 約 代 金 ( 単 価 契 約 の 場 合

に あ っ て は 発 注 総 額 と す る 。 ) の 支 払 い を 請 求 す る も の と す る 。  

業 務 完 了 後  一 括 払  

た だ し 、 一 部 完 了 払 の 請 求 を 行 っ た 場 合 は 、 契 約 代 金 ( 単 価 契 約 の 場 合 に あ っ て は

発 注 総 額 と す る 。 ) か ら 既 請 求 金 額 を 控 除 し た 額 を 請 求 す る も の と す る 。  

２  受 注 者 は 、 業 務 の 一 部 が 完 了 し 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 検 査 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に

よ る 再 検 査 に 合 格 し た と き は 、支 払 請 求 書 を 発 注 者 に 提 出 し 、出 来 高 部 分 の 請 負 代 金

相 当 額 を 一 部 完 了 払 と し て 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 こ の 請 求 は 、 履 行 期 間 中

２ 回 を 超 え る こ と が で き な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 一 部 完 了 払 を 請 求 し た 後 、 再 度 一 部 完 了 払 を 請 求 す る 場 合 に お い

て は 、 前 項 中「 請 負 代 金 相 当 額 」 と あ る の は「 請 負 代 金 相 当 額 か ら 既 に 一 部 完 了 払 の

対 象 と な っ た 請 負 代 金 相 当 額 を 控 除 し た 額 」 と す る 。  

４  発 注 者 は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 支 払 請 求 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 受 理 し た 日 か ら

起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に 受 注 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 発 注 者 の 催 告 に よ る 解 除 権 ）  

第 １ ８ 条  発 注 者 は 、受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、相 当 の 期 間 を 定

め て そ の 履 行 の 催 告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は こ の 契 約 を 解 除 す る こ と

が で き る 。た だ し 、そ の 期 間 を 経 過 し た 時 に お け る 債 務 の 不 履 行 が こ の 契 約 及 び 取 引

上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 軽 微 で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

( 1)  第 ４ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 書 類 を 提 出 せ ず 、 又 は 虚 偽 の 記 載 を し て こ れ を 提 出 し

た と き 。  

( 2)  正 当 な 理 由 な く こ の 契 約 を 履 行 し な い と き 、 又 は 契 約 期 間 内 に 履 行 の 見 込 み が

な い と き 。  

( 3)  こ の 契 約 の 履 行 に 当 た り 発 注 者 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 又 は そ の 発 注 者 の 職 務

の 執 行 を 妨 げ た と き 。  

( 4)  受 注 者 と し て 必 要 な 資 格 が 欠 け た と き 。  

( 5)  契 約 履 行 上 の 過 失 又 は 不 手 際 が 度 重 な っ た と き 。  

( 6)  正 当 な 理 由 な く 、 第 ３ ０ 条 第 １ 項 の 履 行 の 追 完 が な さ れ な い と き 。  

( 7)  第 ６ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、 発 注 者 か ら 再 委 託 先 等 と の 契 約 の 解 除 を 求 め ら れ

た 場 合 に お い て 、 こ れ に 従 わ な か っ た と き 。  

( 8)  前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 こ の 契 約 に 違 反 し た と き 。  

（ 発 注 者 の 催 告 に よ ら な い 解 除 権 ）  

第 １ ９ 条  発 注 者 は 、受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、直 ち に こ の 契 約

を 解 除 す る こ と が で き る 。  

( 1)  第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て こ の 契 約 か ら 生 じ る 債 権 を 譲 渡 し た と き 。  

( 2)  第 ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し て 譲 渡 に よ り 得 た 資 金 を 当 該 業 務 の 履 行 以 外 に 使

用 し た と き 。  

( 3)  こ の 契 約 の 履 行 を 完 了 さ せ る こ と が で き な い こ と が 明 ら か で あ る と き 。  

( 4)  受 注 者 が こ の 契 約 の 債 務 の 全 部 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た と き 。  



( 5)  受 注 者 の 債 務 の 一 部 の 履 行 が 不 能 で あ る 場 合 又 は 受 注 者 が そ の 債 務 の 一 部 の 履

行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た 場 合 に お い て 、残 存 す る 部 分 の み で は 契 約 を し

た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い と き 。  

( 6)  契 約 の 性 質 や 発 注 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又 は 一 定 の 期 間 内 に 履 行 し

な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て 、受 注 者 が 履 行 を し

な い で そ の 時 期 を 経 過 し た と き 。  

( 7)  前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 受 注 者 が そ の 債 務 の 履 行 を せ ず 、 発 注 者 が 前 条 の 催

告 を し て も 契 約 を し た 目 的 を 達 す る の に 足 り る 履 行 が さ れ る 見 込 み が な い こ と が

明 ら か で あ る と き 。  

( 8)  暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 者

に こ の 契 約 か ら 生 じ る 債 権 を 譲 渡 し た と き 。  

( 9)  受 注 者 が 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ ら な い で こ の 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。  

( 10)  受 注 者 が 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 密 接 関 係 者 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き 。  

( 11)  契 約 履 行 上 の 重 過 失 が あ っ た と き 。  

( 12)  こ の 契 約 の 締 結 又 は 履 行 に つ い て 不 正 な 行 為 を 行 っ た と き 、 又 は 不 正 な 行 為 を

行 っ た お そ れ が 非 常 に 強 い と き 。  

 （ 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 の 解 除 の 制 限 ）  

第 ２ ０ 条  第 １ ８ 条 各 号 又 は 前 条 各 号 に 定 め る 場 合 が 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に

よ る も の で あ る と き は 、発 注 者 は 、前 ２ 条 の 規 定 に よ る 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き

な い 。  

 （ 発 注 者 の 損 害 賠 償 請 求 等 ）  

第 ２ １ 条  発 注 者 は 、受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、こ れ に よ っ て 生

じ た 損 害 の 賠 償 を 受 注 者 に 対 し 請 求 す る こ と が で き る 。  

( 1)  履 行 期 間 内 に 業 務 を 完 了 す る こ と が で き な い と き 。  

( 2)  引 き 渡 さ れ た 成 果 物（ 成 果 物 が な い 場 合 に あ っ て は 、履 行 し た 業 務 。以 下 同 じ 。）

に 種 類 、 品 質 又 は 数 量 に 関 し て 契 約 の 内 容 に 適 合 し な い も の （ 以 下 「 契 約 不 適 合 」

と い う 。 ） が あ る と き 。  

( 3)  前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 債 務 の 本 旨 に 従 っ た 履 行 を し な い と き 又 は 債 務 の

履 行 が 不 能 で あ る と き 。  

２  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 損 害 賠 償 に 代 え て 、 受 注 者 は 、 契 約

金 額（ 単 価 契 約 の 場 合 に あ っ て は 、 契 約 単 価 に 予 定 数 量 を 乗 じ て 得 た 額（ 以 下「 予 定

総 額 」 と い う 。 ） ） の １ ０ 分 の １ に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て 発 注 者 の 指 定 す る 期 間

内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

( 1)  第 １ ８ 条 又 は 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ り こ の 契 約 が 解 除 さ れ た と き 。  

( 2)  受 注 者 が そ の 債 務 の 履 行 を 拒 否 し 、 又 は 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て

受 注 者 の 債 務 に つ い て 履 行 不 能 と な っ た と き 。  

３  次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 前 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 と

み な す 。  

 ( 1)  受 注 者 に つ い て 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 破 産 法 （ 平 成 １ ６

年 法 律 第 ７ ５ 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 破 産 管 財 人   

 ( 2)  受 注 者 に つ い て 更 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 会 社 更 生 法 （ 平 成

１ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 管 財 人  

 ( 3)  受 注 者 に つ い て 再 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 民 事 再 生 法 （ 平 成

１ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 再 生 債 務 者 等  

４  第 １ 項 各 号 又 は 第 ２ 項 各 号 に 定 め る 場 合 （ 前 項 の 規 定 に よ り 第 ２ 項 第 ２ 号 に 該 当

す る 場 合 と み な さ れ る 場 合 を 除 く 。） が こ の 契 約 及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 受

注 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ る も の で あ る と き は 、 第 １ 項 及 び 第 ２



項 の 規 定 は 適 用 し な い 。  

５  第 ２ 項 の 規 定 は 、 発 注 者 に 生 じ た 現 実 の 損 害 額 が 同 項 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合

に お い て 、そ の 超 過 分 に つ き 、発 注 者 の 受 注 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 請 求 を 妨 げ る も の

で は な い 。  

（ 受 注 者 の 解 除 権 ）  

第 ２ ２ 条  受 注 者 は 、発 注 者 が こ の 契 約 に 違 反 し た と き は 、相 当 の 期 間 を 定 め て そ の 履

行 の 催 告 を し 、そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

た だ し 、 そ の 期 間 を 経 過 し た 時 に お け る 債 務 の 不 履 行 が こ の 契 約 及 び 取 引 上 の 社 会

通 念 に 照 ら し て 軽 微 で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 の 解 除 の 制 限 ）  

第 ２ ３ 条  前 条 に 定 め る 場 合 が 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る も の で あ る と き は 、

受 注 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き な い 。  

（ 受 注 者 の 損 害 賠 償 請 求 等 ）  

第 ２ ４ 条  受 注 者 は 、 発 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は こ れ に よ っ て 生

じ た 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 各 号 に 定 め る 場 合 が こ の 契 約

及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 発 注 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ る

も の で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

( 1)  第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り こ の 契 約 が 解 除 さ れ た と き 。  

( 2)  前 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 債 務 の 本 旨 に 従 っ た 履 行 を し な い と き 又 は 債 務 の 履

行 が 不 能 で あ る と き 。  

２  発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 第 １ ７ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 契 約 代 金 の 支

払 が 遅 れ た 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 未 受 領 金 額 に つ き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、 当 該 契 約

締 結 の 日 に お け る 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ５

６ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 財 務 大 臣 が 決 定 す る 率（ 以 下「 支 払 遅 延 防 止 法 の 率 」

と い う 。 ） で 計 算 し た 額 の 遅 延 利 息 の 支 払 を 発 注 者 に 請 求 す る こ と が で き る 。  

（ 協 議 に よ る 契 約 解 除 ）  

第 ２ ５ 条  発 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 受 注 者 の 承 諾 を 得 て 、 こ の 契 約 を 解

除 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 注 者 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ を 賠 償

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 不 正 な 行 為 等 に 係 る 賠 償 額 の 予 約 ）  

第 ２ ６ 条  受 注 者 は 、こ の 契 約 に 関 し て 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、契 約 の

解 除 の 有 無 に か か わ ら ず 、か つ 、発 注 者 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要

す る こ と な く 、 受 注 者 は 、 契 約 金 額（ 単 価 契 約 に あ っ て は 予 定 総 額 ） の １ ０ 分 の ２ に

相 当 す る 額 に 、 当 該 契 約 金 額（ 単 価 契 約 に あ っ て は 予 定 総 額 ） の 支 払 が 完 了 し た 日 か

ら 支 払 遅 延 防 止 法 の 率 で 計 算 し た 額 の 利 息 を 加 算 し た 額 を 損 害 賠 償 金 と し て 発 注 者

に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。こ の 契 約 が 履 行 さ れ た 後 に つ い て も 、ま た 同 様 と す る 。  

( 1)  私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ５ ４ 号 。 以

下「 独 禁 法 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 、 第 ６ 条 、 第 ８ 条 又 は 第 １ ９ 条 の 規 定 に 違 反 す る と

し て 、 独 禁 法 第 ７ 条 、 第 ８ 条 の ２ 又 は 第 ２ ０ 条 の 規 定 に よ る 排 除 措 置 命 令（ 独 禁 法

第 ２ 条 第 ９ 項 第 ３ 号 に 該 当 す る 行 為 及 び 不 公 正 な 取 引 方 法（ 昭 和 ５ ７ 年 公 正 取 引 委

員 会 告 示 第 １ ５ 号 ） 第 ６ 項 に 規 定 す る 不 当 廉 売 に 係 る も の を 除 く 。 ） を 受 け た 場 合

で あ っ て 、独 禁 法 第 ８ 章 第 ２ 節 に 規 定 す る 手 続 を 経 て 当 該 排 除 措 置 命 令 が 確 定 し た

と き 。  

( 2)  独 禁 法 第 ３ 条 、 第 ６ 条 、 第 ８ 条 又 は 第 １ ９ 条 の 規 定 に 違 反 す る と し て 、 独 禁 法 第

７ 条 の ２ 第 １ 項（ 独 禁 法 第 ７ 条 の ２ 第 ２ 項 及 び 第 ８ 条 の ３ に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く は 第 ４ 項 、 第 ２ ０ 条 の ２ 、 第 ２ ０ 条 の ３ 、 第 ２ ０ 条 の ５

又 は 第 ２ ０ 条 の ６ の 規 定 に よ り 課 徴 金 の 納 付 命 令 を 受 け た 場 合 で あ っ て 、独 禁 法 第



８ 章 第 ２ 節 に 規 定 す る 手 続 を 経 て 当 該 課 徴 金 納 付 命 令 が 確 定 し た と き 。  

( 3)  前 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 独 禁 法 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項（ 独 禁 法 第 ８ 条 の ３ に お い

て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 課 徴 金 を 納 付 す べ き 場 合 で あ っ

て 、 納 付 命 令 を 受 け な か っ た と き 。  

( 4)  受 注 者 が 、 独 禁 法 第 ７ ７ 条 に 規 定 す る 抗 告 訴 訟 を 提 起 し 、 当 該 訴 訟 に つ い て 請 求

の 棄 却 又 は 訴 え の 却 下 の 判 決 が 確 定 し た と き 。  

( 5)  受 注 者 又 は そ の 役 員 、 使 用 人 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 者 が 、 刑 法（ 明 治 ４ ０ 年 法 律

第 ４ ５ 号 ）第 ９ ６ 条 の ６ 若 し く は 第 １ ９ ８ 条 又 は 独 禁 法 第 ８ ９ 条 第 １ 項 若 し く は 第

９ ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に 該 当 し 、 刑 が 確 定（ 執 行 猶 予 の 場 合 を 含 む 。 ） し た と

き 。  

( 6)  地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 ２ 項 第 ２ 号 に 該

当 す る と 発 注 者 が 認 め る と き 。  

２  前 項（ 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 独 禁 法 第 ７ 条 の ２ 第 ６ 項 に 規 定 す る

事 前 通 知 の 対 象 と な る 行 為 で あ っ て 発 注 者 が 特 に 認 め る も の に つ い て は 、 こ れ を 適

用 し な い も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 は 、 発 注 者 に 生 じ た 現 実 の 損 害 額 が 同 項 の 損 害 賠 償 金 の 額 を 超 え る

場 合 に お い て 、そ の 超 過 分 に つ き 、発 注 者 の 受 注 者 に 対 す る 損 害 賠 償 の 請 求 を 妨 げ る

も の で は な い 。  

 （ 不 完 全 履 行 に よ る 減 額 、 損 害 賠 償 ）  

第 ２ ７ 条  発 注 者 は 、 受 注 者 が 業 務 の 一 部 を 履 行 し な い と き 又 は 業 務 の 履 行 が 不 完 全

で あ る と き は 、 契 約 金 額（ 単 価 契 約 の 場 合 に あ っ て は 、 発 注 総 額 ） か ら 、 そ の 不 履 行

又 は 不 完 全 部 分 に 相 当 す る 金 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

発 注 者 が 損 害 を 受 け た と き は 、 受 注 者 に 対 し て そ の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

（ 履 行 遅 滞 の 場 合 に お け る 履 行 期 間 の 延 長 等 ）  

第 ２ ８ 条  第 ２ １ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 場 合 に お い て 、 履 行 期 間 経 過 後 相 当 の 期 間 内 に 完

了 す る 見 込 み の あ る と き は 、 発 注 者 は 受 注 者 か ら 第 ２ １ 条 第 １ 項 に 基 づ く 損 害 金 を

徴 収 し て 履 行 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 損 害 金 は 、 契 約 金 額（ 業 務 の 一 部 に つ い て 既 に 履 行 し て お り 、 第 １ ７ 条 第 ４

項 の 規 定 に よ り 契 約 金 額 の 一 部 の 支 払 が 行 わ れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 契 約 金 額 か

ら 当 該 金 額 を 控 除 し た 額 と す る 。た だ し 、単 価 契 約 の 場 合 に あ っ て は 発 注 総 額 と し 、

業 務 の 一 部 に つ い て 既 に 履 行 し て お り 、 第 １ ７ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 契 約 代 金 の 支

払 が 行 わ れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 金 額 を 控 除 し た 額 と す る 。 ） に つ き 、 遅 延 日

数 に 応 じ 、 当 該 契 約 締 結 の 日 に お け る 支 払 遅 延 防 止 法 の 率 で 計 算 し た 額 と す る 。  

（ 危 険 負 担 等 ）  

第 ２ ９ 条  業 務 が 完 了 す る 前（ 成 果 物 が あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 成 果 物 の 引 渡 し 前 ） に

お い て 、 天 災 等 で 発 注 者 と 受 注 者 の い ず れ の 責 め に も 帰 す る こ と が で き な い も の に

よ り 当 該 業 務 が 履 行 不 能 と な っ た 場 合 そ の 他 損 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て は 、 受 注

者 が こ れ を 負 担 す る も の と す る 。  

（ 契 約 不 適 合 責 任 ）  

第 ３ ０ 条  発 注 者 は 、引 き 渡 さ れ た 成 果 物 が 契 約 不 適 合 で あ る と き は 、受 注 者 に 対 し 、

成 果 物 の 修 補 、 代 替 物 の 引 渡 し 又 は 不 足 分 の 引 渡 し に よ る 履 行 の 追 完 を 請 求 す る こ

と が で き る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、発 注 者 が 相 当 の 期 間 を 定 め て 履 行 の 追 完 の 催 告 を し 、そ の 期

間 内 に 履 行 の 追 完 が な い と き は 、発 注 者 は 、そ の 不 適 合 の 程 度 に 応 じ て 代 金 の 減 額 を

請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 催 告 を す る

こ と な く 、 直 ち に 代 金 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

( 1)  履 行 の 追 完 が 不 能 で あ る と き 。  



( 2)  受 注 者 が 履 行 の 追 完 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た と き 。  

( 3)  契 約 の 性 質 又 は 発 注 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又 は 一 定 の 期 間 内 に 履 行

し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て 、受 注 者 が 履 行

の 追 完 を し な い で そ の 時 期 を 経 過 し た と き 。  

( 4)  前 3号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 発 注 者 が こ の 項 の 規 定 に よ る 催 告 を し て も 履 行 の 追

完 を 受 け る 見 込 み が な い こ と が 明 ら か で あ る と き 。  

（ 契 約 不 適 合 責 任 期 間 等 ）  

第 ３ １ 条  発 注 者 は 、 引 き 渡 さ れ た 成 果 物 に 関 し 、 引 渡 し を 受 け た 日（ 成 果 物 の 引 渡 し

が な い 場 合 に あ っ て は 、 業 務 が 完 了 し た 日 ） か ら １ 年 以 内 で な け れ ば 、 契 約 不 適 合 を

理 由 と し た 履 行 の 追 完 の 請 求 、 損 害 賠 償 の 請 求 、 代 金 の 減 額 の 請 求 又 は 契 約 の 解 除

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 請 求 等 」 と い う 。 ） を す る こ と が で き な い 。  

２  前 項 の 請 求 等 は 、具 体 的 な 契 約 不 適 合 の 内 容 、請 求 す る 損 害 額 の 算 定 の 根 拠 等 当 該

請 求 等 の 根 拠 を 示 し て 、 発 注 者 の 契 約 不 適 合 責 任 を 問 う 意 思 を 明 確 に 告 げ る こ と で

行 う 。  

３  発 注 者 が 第 １ 項 に 規 定 す る 契 約 不 適 合 に 係 る 請 求 等 が 可 能 な 期 間 （ 以 下 こ の 条 に

お い て「 契 約 不 適 合 責 任 期 間 」 と い う 。 ） の 内 に 契 約 不 適 合 を 知 り 、 そ の 旨 を 受 注 者

に 通 知 し た 場 合 に お い て 、 発 注 者 が 通 知 か ら １ 年 が 経 過 す る 日 ま で に 前 項 に 規 定 す

る 方 法 に よ る 請 求 等 を し た と き は 、 契 約 不 適 合 責 任 期 間 の 内 に 請 求 等 を し た も の と

み な す 。  

４  発 注 者 は 、第 １ 項 の 請 求 等 を 行 っ た と き は 、当 該 請 求 等 の 根 拠 と な る 契 約 不 適 合 に

関 し 、民 法 の 消 滅 時 効 の 範 囲 で 、当 該 請 求 等 以 外 に 必 要 と 認 め ら れ る 請 求 等 を す る こ

と が で き る 。  

５  前 各 項 の 規 定 は 、 契 約 不 適 合 が 受 注 者 の 故 意 又 は 重 過 失 に よ り 生 じ た も の で あ る

と き に は 適 用 せ ず 、契 約 不 適 合 に 関 す る 受 注 者 の 責 任 に つ い て は 、民 法 の 定 め る と こ

ろ に よ る 。  

６  民 法 第 ６ ３ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 契 約 不 適 合 責 任 期 間 に つ い て は 適 用 し な い 。  

７  発 注 者 は 、 成 果 物 の 引 渡 し の 際（ 成 果 物 の 引 渡 し が な い 場 合 に あ っ て は 、 業 務 が 完

了 し た 際 ） に 契 約 不 適 合 が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ

の 旨 を 直 ち に 受 注 者 に 通 知 し な け れ ば 、 当 該 契 約 不 適 合 に 関 す る 請 求 等 を す る こ と

は で き な い 。 た だ し 、 受 注 者 が そ の 契 約 不 適 合 が あ る こ と を 知 っ て い た と き は 、 こ の

限 り で な い 。  

８  引 き 渡 さ れ た 成 果 物 の 契 約 不 適 合 が 支 給 材 料 の 性 質 又 は 発 注 者 の 指 示 に よ り 生 じ

た も の で あ る と き は 、発 注 者 は 当 該 契 約 不 適 合 を 理 由 と し て 、請 求 等 を す る こ と が で

き な い 。た だ し 、受 注 者 が そ の 材 料 又 は 指 示 が 不 適 当 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を

発 注 者 に 通 知 し な か っ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

９  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、契 約 不 適 合 責 任 期 間 に つ い て 契 約 書 類（ こ の 契 約 書 を

除 く 。 ） で 特 別 の 定 め を し た 場 合 は 、 そ の 契 約 書 類 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 変 更 の 届 出 ）  

第 ３ ２ 条  受 注 者 に つ い て 、 名 称 、 所 在 地 、 代 表 者 、 受 任 者 及 び 使 用 印 鑑 の い ず れ か の

変 更 が あ っ た と き は 、 速 や か に 発 注 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 秘 密 の 保 持 ）  

第 ３ ３ 条  受 注 者 は 、 こ の 契 約 に 関 し 、 業 務 上 知 り 得 た 事 項 に つ い て 、 そ の 取 扱 い 及 び

管 理 を 適 切 に 行 う た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 秘 密 の 保 持 に 努 め 、 当 該 事 項

を 他 に 漏 ら し て は な ら な い 。 こ の 契 約 が 終 了 し 、 又 は 解 除 さ れ た 後 に お い て も 、 ま た

同 様 と す る 。  

（ 紛 争 の 解 決 ）  

第 ３ ４ 条  こ の 契 約 に 関 し 紛 争 が 生 じ た 場 合 は 、 発 注 者 と 受 注 者 と の 協 議 に よ り 解 決



を 図 る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 協 議 の 上 調 停 人 を 選 任 し 、 当 該 調

停 人 の あ っ せ ん 又 は 調 停 に よ り 、そ の 紛 争 の 解 決 を 図 る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お

い て 、紛 争 の 処 理 に 要 す る 費 用 に つ い て は 、発 注 者 と 受 注 者 と が 協 議 し て 特 別 の 定 め

を し た も の を 除 き 、調 停 人 の 選 任 に 係 る も の は 発 注 者 と 受 注 者 と で 折 半 し 、そ の 他 の

も の は 発 注 者 と 受 注 者 と で そ れ ぞ れ が 負 担 す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 発 注 者 又 は 受 注 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前

２ 項 に 規 定 す る 紛 争 解 決 の 手 続 前 又 は 手 続 中 で あ っ て も 、 そ の 紛 争 に つ い て 民 事 訴

訟 法（ 平 成 ８ 年 法 律 第 １ ０ ９ 号 ） に 基 づ く 訴 え の 提 起 又 は 民 事 調 停 法（ 昭 和 ２ ６ 年 法

律 第 ２ ２ ２ 号 ） に 基 づ く 調 停 の 申 立 て を 行 う こ と が で き る 。  

（ 契 約 保 証 金 ）  

第 ３ ５ 条  受 注 者 は 、 こ の 契 約 の 締 結 と 同 時 に 、 現 金 又 は 国 債 、 地 方 債 そ の 他 の 有 価 証

券 で 発 注 者 が 確 実 と 認 め る も の に よ り 、契 約 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。た だ

し 、発 注 者 が そ の 必 要 が な い と 認 め た と き は 、受 注 者 は 契 約 保 証 金 の 納 付 を 免 除 さ れ

る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 契 約 保 証 金 を 納 付 し た 場 合 、当 該 契 約 保 証 金 は 、こ の 契 約 に 基 づ

く 受 注 者 の 債 務 が 完 了 し た と き に 返 還 す る 。  

３  契 約 保 証 金 に は 利 子 を 付 さ な い 。  

（ 違 約 金 等 へ の 充 当 ）  

第 ３ ６ 条  第 ２ １ 条 第 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 前 条 の 規 定 に よ り 契 約 保 証 金 の 納 付 又 は

こ れ に 代 わ る 担 保 の 提 供 が 行 わ れ て い る と き は 、発 注 者 は 、当 該 契 約 保 証 金 又 は 担 保

を も っ て 第 ２ １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 違 約 金 に 充 当 す る こ と が で き る 。 こ の 契 約 に 基

づ き 、発 注 者 が 受 注 者 に 対 し て 賠 償 金 又 は 損 害 金 の 請 求 権 を 有 す る と き も 、ま た 同 様

と す る 。  

 （ 相  殺 ）  

第 ３ ７ 条  発 注 者 は 、受 注 者 に 対 す る 金 銭 債 権 を 有 し て い る 場 合 に お い て 、受 注 者 が 第

１ ８ 条 各 号 、 第 １ ９ 条 各 号 又 は 第 ２ １ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、

当 該 金 銭 債 権 と 第 １ ７ 条 第 １ 項 の 契 約 代 金 と を 相 殺 す る こ と が で き る 。  

（ 賠 償 金 等 の 徴 収 ）  

第 ３ ８ 条  受 注 者 が こ の 契 約 に 基 づ く 賠 償 金 、 損 害 金 又 は 違 約 金 を 発 注 者 の 指 定 す る

期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、発 注 者 は 、そ の 支 払 わ な い 額 に 発 注 者 の 指 定 す る 期 間 を

経 過 し た 日 か ら 支 払 の 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 当 該 契 約 締 結 の 日 に お け る 支 払 遅 延 防

止 法 の 率 で 計 算 し た 利 息 を 付 し た 額 と 、発 注 者 の 支 払 う べ き 契 約 代 金（ 単 価 契 約 の 場

合 に あ っ て は 発 注 総 額 ） と を 相 殺 し 、 な お 不 足 が あ る と き は 追 徴 す る 。  

２  前 項 の 追 徴 を す る 場 合 に は 、 発 注 者 は 、 受 注 者 か ら 遅 延 日 数 に つ き 、 当 該 契 約 締 結

の 日 に お け る 支 払 遅 延 防 止 法 の 率 で 計 算 し た 額 の 延 滞 金 を 徴 収 す る 。  

（ 保  険 ）  

第 ３ ９ 条  受 注 者 は 、 契 約 書 類 に 基 づ き 火 災 保 険 そ の 他 の 保 険 を 付 し た と き 又 は 任 意 に

保 険 を 付 し て い る と き は 、 当 該 保 険 に 係 る 証 券 又 は こ れ に 代 わ る も の を 直 ち に 発 注

者 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 協  議 ）  

第 ４ ０ 条  こ の 契 約 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 発 注 者 と 受 注 者 と で

協 議 し て 定 め る 。  

 



決定権者確認印    

   理事長専決 

 

 

 

予 定 価 格 決 定 書  （ 入札用）  

 

上記業務の入札における 予定価格等を次のと おり 決定する 。  

 

記 

 

Ⅰ 総価契約 

①  予 定 価 格   ￥                             

（ 消費税及び地方消費税を含む。）  

 

②  最低制限価格  ￥                             

（ 消費税及び地方消費税を含む。）  

 

 

③  入札書比較金額 

十 

 

億 

 

千 

 

百 

 

十 

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

 

（ 消費税及び地方消費税を除く 。）  

 

④  最低制限価格比較金額 

十 

 

億 

 

千 

 

百 

 

十 

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

 

（ 消費税及び地方消費税を除く 。）  

開札日時 令和６ 年４ 月２ ６ 日（ 金）   午前 11 時 00 分 執行 

業 務 名 フラ ワ ーポッ ト 管理業務 

案 



（甲号設計）

科目

業
 

務
 

名
 

称

履 行 場 所
大小路筋、堺駅前、堺警察署、堺東駅前、湊駅前、大仙公園予定地、大仙公園
第３駐車場前、上野芝駅前、鳳駅前、深井駅前、栂・美木多駅前、光明池駅前

公益財団法人　 堺市公園協会

フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務

設         計 令和６ 年３ 月

期         間

設　  　計  　　書

年
 
 
 

度

6
事業費支出

委託費支出

市民花壇等管理事業、フラワーポット

令和６ 年５ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日



 
 

　本業務は、大小路筋、堺駅前、堺警察署、堺東駅前、湊駅前、

大仙公園予定地、大仙公園第３駐車場前、上野芝駅前、鳳駅前、

      公益財団法人  堺市公園協会

消費税額 ￥　 　 　 　 　 　 円

備考

工種区分：道路維持（役務委託）
施工地域区分：市街地（大都市（２））
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、
労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、
安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場
管理費等の一部として計上している。

設計金額 ￥　 　 　 　 　 　 円

設
計
概
要

深井駅前、栂・美木多駅前、光明池駅前に設置している

　灌水（トラック使用１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６回

　灌水（トラック使用２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０回

　灌水（トラック使用３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０回

　灌水（散水栓）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７６回



乙号設計書)

単位 摘　　　　　要

式 第１号内訳明細書参照

式

式

式

業務価格計

10%

(公財)　堺　市　公　園　協　会

合計

地方消費税及び消費税額

一般管理費 1

業務原価

現場管理費 1

純業務費

　

共通仮設費 1

小計

直接業務費 1

工　種 種別・細別・形状寸法 数　　量 単　　価 金　　　　　額

総価契約



(丙号設計書)

二次製品費

円也

単位 摘　　　　　要

回 第1号代価表参照

回 第2号代価表参照

回 第3号代価表参照

回 第４号代価表参照

工　種 種別・細別・形状寸法 数　　量 単　　価 金　　　　　額

第 　1 号 　　　　　　内　　訳　　明　　細　　書

直接業務費

灌水 灌水1（トラック使用） 76

灌水2（トラック使用） 50

灌水3（トラック使用） 10

灌水（散水栓） 76

(公財)　堺　市　公　園　協　会



(丁号設計書)

二次製品費

円也 当りにつき計算

単位 摘　　　　　要

98.96㎡×20㍑

㎥ 支給（Q水くん）

㎡

式

堺警察署、湊駅前、上野芝駅前、鳳駅前、深井駅前、栂・美木多駅前、光明池駅前（南側：CL 11基、AS 3基）の一年

草花壇：101.21㎡

(公財)　堺　市　公　園　協　会

計

諸雑費 1

機械+労力 101.21

灌水 水 1.98 ー ー

１回

業　種 種目・材料・形状寸法 数　　量 単　　価 金　　　　　額

第 1 号                代          価          表

大要 灌水1（トラック使用）



(丁号設計書)

二次製品費

円也 当りにつき計算

単位 摘　　　　　要

38.97㎡×20㍑

㎥ 支給（Q水くん）

㎡

式

(公財)　堺　市　公　園　協　会

堺駅前、大仙公園予定地B、光明池駅前（一部）の宿根草花壇：38.97㎡

計

諸雑費 1

機械+労力 38.97

灌水 水 0.78 － －

業　種 種目・材料・形状寸法 数　　量 単　　価 金　　　　　額

大要 灌水2（トラック使用）

１回

第 2号                代          価          表



(丁号設計書)

二次製品費

円也 当りにつき計算

単位 摘　　　　　要

464.85㎡×20㍑

㎥ 支給（Q水くん）

㎡

式

堺東駅前、大仙公園予定地A,大仙公園予定地C,大仙公園予定地D,大仙公園第３駐車場前：464.85.㎡

(公財)　堺　市　公　園　協　会

計

諸雑費 1

機械+労力 464.85

灌水 水 9.3 ー ー

業　種 種目・材料・形状寸法 数　　量 単　　価 金　　　　　額

第 3 号                代          価          表

大要 灌水3（トラック使用）

１回



(丁号設計書)

二次製品費

円也 当りにつき計算

単位 摘　　　　　要

2.26㎡×20㍑

㎥ 支給（散水栓）

㎡ 第5号代価表参照

式

(公財)　堺　市　公　園　協　会

大小路筋ハンギング36基：2.26㎡

計

諸雑費 1

機械+労力 2.26

灌水 水 0.05 ー ー

業　種 種目・材料・形状寸法 数　　量 単　　価 金　　　　　額

大要 灌水（散水栓）

１回

第 ４号                代          価          表



(丁号設計書)

二次製品費

円也 1㎡当り 当りにつき計算

単位 摘　　　　　要

人

人

式

(公財)　堺　市　公　園　協　会

1㎡当り

計

諸雑費 1

普通作業員

労力 造園工

業　種 種目・材料・形状寸法 数　　量 単　　価 金　　　　　額

第５号                代          価          表

大要 灌水（散水栓）1㎡当り

100㎡
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                               特  記  仕  様  書 
 

本特記仕様書は、 令和６ 年度公益財団法人堺市公園協会が発注する 下記業務に適用する 。 なお、 本業務は、

設計書及び樹木等管理業務共通仕様書に従う と と も に、 本特記仕様書を優先する も のと する 。  
 
１ ．  業務名称  

    フ ラ ワ ーポ ッ ト 管理業務 
 

２ ． 適  用 
（ １ ）  本業務が適用する 主な積算基準書は、 下記のと おり である 。  

令和５ 年度建設工事積算基準（ 堺市建設局）  

（ ２ ）  積算月と 適用単価の関係 

    本業務の積算月： ３ 月 

 

単価の種類 適用する 単価 備 考 

公共工事設計労務 

単価 
令和６ 年３ 月公共工事設計労務単価 「 国土交通省単価」 を準用 

物価資料単価 

積算月の物価資料単価 

 

（ 例） 積算月が２ 月の場合は２ 月号の単価を

適用する 。  

「 建設物価（ 一般財団法人

建設物価調査会） 」 又は

「 積算資料一般財団法人経

済調査会） 」  

市場単価 

積算月 市場単価の適用月 「 季刊土木コ ス ト 情報（ 一

般財団法人建設物価調査

会） 」 又は「 季刊土木施工

単価（ 一般財団法人経済調

査会） 」  

４ 月・ ５ 月・ ６ 月 春号（ ４ 月号）  

７ 月・ ８ 月・ ９ 月 夏号（ ７ 月号）  

10 月・ 11 月・ 12 月 秋号（ １ ０ 月号）  

１ 月・ ２ 月・ ３ 月 冬号（ 1 月号）  

 

３ ．  提出書類 
（ １ ）  契約書（ ２ 部）  

（ ２ ）  着手届・ 業務責任者届・ 業務工程表 （ 各１ 部）  

（ ３ ）  業務計画書（ １ 部）  

（ ４ ）  運搬車両車検証（ 写し ） ※１  

（ ５ ）  一部再委託届出書（ １ 部）  

（ ６ ）  暴力団等の誓約書（ 下請用） （ １ 部）  

（ ７ ）  請負業者賠償責任保険証書の写し  

（ ８ ）  業務写真（ 作業の前・ 中・ 後及び枝葉等積込中・ 下ろし 中） （ １ 部）  

（ ９ ）  業務完了届（ １ 部又は２ 部）  

（ 10）  業務月報・ 業務週報（ 各１ 部）  

（ 11）  打合せ簿（ １ 部）  

（ 12）  出来高数量表・ 出来高図面（ 各１ 部）  

（ 13）  その他当協会監督員の指示する も の 

  ※１  運搬車両車検証（ 写し ） について、 個人所有の車両を 貸借契約し 、 使用する 場合は｢車両使用承諾

証明書｣を添付する こ と 。  

 
４ ． 灌 水    

灌水に必要な 水は、 でき る 限り 下水処理場の処理水（ Ｑ 水く ん ） を 使用する こ と 。  
公園内の水は使用し な いこ と 。 ま た 補給する 際は水量が分かる よ う に 補給開始と 終了のメ

ータ ー数を 写真にて 記録する こ と 。  
 

         下水処理場の紹介 
          狭山処理場 大阪狭山市東池尻 6-1647 Ｔ Ｅ Ｌ  0723-65-2490 
          今池処理場 松原市天美西 7-265-1   Ｔ Ｅ Ｌ  0723-36-7655 
          北部処理場 泉北郡忠岡町新浜 3    Ｔ Ｅ Ｌ  0724-23-2255 
 

灌水は、 表土を 流さ な いよ う 時間を かけ て 十分に 行い 、 草花を い た め な い よ う 根部に 十分
に浸透し て いる こ と を 確認し 、 指定灌水量は必ず守る こ と 。  
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夏期の日中、 冬期の夕方の 灌水は避け る こ と 。 天候・ 土壌状態等に考慮し 、 盛夏の灌水は
日中を 避け る よ う 特に注意する こ と 。 工期全体で 無駄な く 時期を 逸し な い よ う 監督員と 連絡
を 密に行い作業する こ と 。  

草花等植付後の灌水作業は、 直ち に 実施する こ と 。  
ホ ース 灌水は、 蓮口器具等を 用い緩めに行い、 １ ヶ 所に水溜り が でき る こ と は避け な が

ら 、 土等を 掘り 起こ さ な い よ う に充分に行う こ と 。  
 

灌水時にポ ッ ト 内及びそ の 付近に生え て い る 大き な 雑草（ 不要な 草） や花がら は、 そ の都
度、 撤去し 景観の最良に 努める こ と 。  

灌水時にポ ッ ト に張り 付け ら れた 不要な シ ール等は、 そ の 都度、 跡形な く 撤去する こ と 。
給水する 際に毎回、 写真は必ず成果品に添付する こ と 。  

通行人及び通行車両等にか かる こ と のな いよ う 施工する こ と 。  
 

灌水の設計数量に ついて は、 過年度の実績を も と に算出し て いる 。 天候によ り 設計数量と
出来高数量に 差異が生じ た 場合は設計変更の対象と する 。  

 

５ ． 作業体制  
( 1) 業務実施計画書  

① 受注者は、 現場に常駐する 現場責任者を選任し 、 その氏名を含む作業体制を業務実施計画書に記載し

なければなら ない。   

② 受注者は、 本業務を履行する ために再委託契約を締結し たと き は、 現場に常駐する 再委託先が選任し

た作業責任者の氏名を含めた作業体制を業務実施計画書に記載し なければなら ない。   

③ 履行期間中において作業体制に変更があった場合は、 受注者は、 速やかに業務実施計画書を変更し な

ければなら い。   

( 2) 業務週報、 日報  

受注者は、 業務週報、 日報の作業欄に現場責任者、 作業責任者、 作業員の氏名を受注者、 再委託先ごと

に記載し なければなら ない。   

 

 

６ ． 請負業者賠償責任保険  
受注者は、 業務着手前に請負業者賠償責任保険に加入し なければなら ない。 保険契約を締結し たと き

は、 その証券又はこ れに代わる も のの写し を直ちに監督員に提出し なければなら ない。 また、 設計変更

に際し 、 履行期間変更時は速やかに保険期間を変更し 、 契約金額変更時には保険金額を変更し なければ

なら ない。   

( 1)  てん補限度額  

① 対人賠償  

・ 被害者１ 名当り のてん補限度額 ５ ， ０ ０ ０ 万円以上  

・ １ 事故全体のてん補限度額 １ 億円以上  

② 対物賠償  

・ １ 事故全体のてん補限度額 １ ， ０ ０ ０ 万円以上  

③ 免責金額（ 自己負担額）   

対人賠償・ 対物賠償と も １ ０ 万円以内  

( 2)  被保険者名 発注者、 受注者  

 
( 3)  保険期間 業務着手日から 履行期間末日ま で 
 

８ ． そ  の  他      
官公庁、 警察への 諸手続が 必要な 場合は、 受注者が責任を も っ て こ れを な すこ と 。  
作業に当た っ て は、 監督員の指示に 従う こ と 。  
そ の 他問題が 生じ た と き は、 そ のつど 監督員に連絡を と り 指示を 仰ぐ こ と 。  
万一、 人や物に損傷を 与え た 場合や事故発生の 場合は、 た だち に監督員に 連絡する こ と 。

作業に起因する 損傷及び事故につい て は、 受注者の責任に おいて 発生時から 修復完了ま で すべ
て の 事項について 誠意を 持っ て 解決し な け ればな ら な い。  
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R6年度フラワーポット数量表（全体）

ﾌﾗﾜｰﾎﾟｯﾄ型番 ＡＬ AS
Ｅ２（ｲｽ

付） ＴＫ Ｂ－３ ＣＬ Ｄ W FL-10 FL-5 その他

 設置場所
1.22㎡ 0.45㎡ 0.83㎡ 0.61㎡ 0.81㎡ 0.53㎡ 0.64㎡ 0.63㎡ 1.00㎡ 0.12㎡ 0.66㎡ 0.49㎡ 0.18㎡ 8.10㎡ 5.40㎡ 4.68㎡ 3.15㎡ 2.34㎡ 0.36㎡ 0.25㎡ 花壇

市民協働 宿根草 トラック使用１
76回/年

トラック使用2
50回/年

トラック使用3
10回/年

散水栓
76回/年

4 4  4 宿根・低中木

16.46 16.46  16.46 16.46

ハンギング 36 36 一年草

2.26 2.26 2.26 市民協働 2.26

6 6 6 一年草

3.78 3.78 3.78 市民協働 3.78

6 11 17 17 宿根草

4.98 11.00 15.98 15.98 15.98

12 12 12 一年草

5.40 5.40 5.40 市民協働 5.40

1 30 3 1 35 35 一年草

1.22 18.30 2.43 0.64 22.59 22.59 市民協働 22.59

5 1 1  7 7 一年草

2.45 0.18 3.15  5.78 5.78 市民協働 5.78

 2 2 2 宿根草

 330.63 330.63 330.63 330.63

6 4  10 10 宿根草

3.96 0.72  4.68 4.68 4.68

1.00 1 1 宿根草

68.10 68.10 68.10 68.10

1.00 1 1 宿根草

39.34 39.34 39.34 39.34

1 1 1 宿根草

10.32 10.32 10.32 10.32

2 2 21 20 1 2 1 1 50 50 一年草

1.66 0.24 13.86 3.60 8.10 10.80 4.68 2.34 45.28 45.28 市民協働 45.28

 2 2 2 一年草

 11.20 11.20 11.20 市民協働 11.20

7 19 2 2 30 30 宿根草

8.54 8.55 0.72 0.50 18.31 18.31 18.31

3 11 14 14 一年草

1.35 5.83 7.18 7.18 市民協働 7.18

228 162.00 66.00

607.29 103.47 503.82 101.21㎡ 38.97㎡ 464.85㎡ 2.26㎡

※南区役所前花壇：8.00㎡×2基(内2.4㎡×2基は学校緑化・みどり活動）
最終は3基設置予定現時点は2基

光明池駅前
市民協働

新檜尾台2丁 駅前市道

栂美木多駅前 桃山台2丁 駅前市道

光明池駅前
業者

新檜尾台2丁 駅前市道

大仙公園
第3駐車場前

百舌鳥夕雲町１丁 堺市道

深井駅前 深井沢町 駅前市道

大仙公園予定地C
百舌鳥夕雲町2丁

221 大仙公園予定地

大仙公園予定地D
百舌鳥夕雲町2丁

381 大仙公園予定地

大仙公園予定地A
百舌鳥夕雲町2丁
百舌鳥駅側２箇所 大仙公園予定地

大仙公園予定地B
百舌鳥夕雲町2丁

永山古墳
大仙公園予定地

上野芝駅前 上野芝町3丁 駅前市道

鳳駅前 鳳中町3丁,4丁 鉄道敷地

堺駅前 竜神橋町1丁 駅前市道

湊駅前 出島海岸通１丁 駅前市道

大小路筋
ハンギング

中瓦町2丁～
熊野町西3丁付近 市道大小路線

堺警察署 市之町西１丁 市道大小路線

セランスタン
小  計

花種類
市民協働等

灌水

堺東駅前１F 三国ヶ丘御幸通 駅前市道

CK ブロッキー



全体位置図１



全体位置図２



全体位置図３



 百舌鳥駅周辺

A－１

A－２

B

C

D

大仙公園

第3駐車場前



堺市役所前

堺東ロ ータ リ ー

ハンギングバス ケッ ト

6基/１ カ所当たり

花壇 ４ 基



堺警察署前

湊駅前

W ６基

AS ７基
AS ５基



堺駅前

FL10 ２基

FL10 ８基

Fl10   １基

E２ ３基

E２ ３基



上野芝駅前

鳳駅前

TK ２ ０ 基

D １ 基

B－３ ３ 基

AL １ 基

TK ８ 基

TK ２ 基

CK４ １ 基

CK２ ５ 基

ブロ ッ キー

３ ５ ０ ０ ×９ ０ ０

西側

東側

西側



深井駅前

西側

東側

FL５ ２ 基

ブロ ッ キー ２ 基

６ ０ ０ ０ ×９ ０ ０

ブロ ッ キー 1基

６ ０ ０ ０ ×９ ０ ０

CK3 １ ５ 基

CK1 １ ５ 基

ブロ ッ キー １ 基

５ ２ ０ ０ ×９ ０ ０

ブロ ッ キー １ 基

２ ６ ０ ０ ×９ ０ ０

CK3 ２ 基

CK1 １ 基

CK3 ２ 基

CK1 ２ 基

CK3 ２ 基

CK1 ２ 基

E２ ２ 基



栂・ 美木多駅前

北ゾーン

その他花壇 3基



光明池駅前

北ゾーン

南ゾーン

AL ３ 基AL ２ 基

AS ７ 基

AS ５基

AS ３基

CL ３基

AS ２基

AS ５基

CL １基

CL ７基

(内トビアリー１基)

AL ２基

セルスタン(小) ２基

セルスタン(大) ２基

１ F



条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書 

 

令和 6 年 月 日 

 

公益財団法人堺市公園協会 理事長  様 

 

所在地（住所） 

名称又は商号 

代表者職氏名                      印  

 

 

 

 条件付一般競争入札について下記の業務の参加を希望し、申し込みします。 

なお、地方自治法施行令第 167 条の 4 及び堺市契約規則第 3 条の規定に該当しない者であること、

堺市公園協会契約実施細則第 3 条の規定に該当する者であること、その他下記の業務の入札説明書に

定める入札参加資格を満たしていることを誓約します。 

 

記 

 

業 務 番 号 業    務    名 

2024－403 フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務 

 

 

 

 

 

申込担当者 担当者氏名  

連 絡 先 電 話 番 号 ―      ―  

申込書類等確認 
申請者

確認欄 

堺市公園協会

確認欄 

条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書 □  

 堺市業者登録番号（                 ） □  

受 付 印 

（公益財団法人堺市公園協会使用欄） 

 

 

 

 

 

 

 
受付Ｎｏ． 

 

 

受付者印 



 

条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書 

 

令和６年●月●●日 

 

（公財）堺市公園協会 理事長  様 

 

所在地（住所） 

名称又は商号 

     代表者職氏名                印  

 

 

 条件付一般競争入札について下記の業務の参加を希望し、申し込みします。 

なお、地方自治法施行令第 167 条の 4 及び堺市契約規則第 3 条の規定に該当しない者であること、堺

市公園協会契約実施細則第 3 条の規定の規定に該当する者であること、その他下記の業務の入札説明

書に定める入札参加資格を満たしていることを誓約します。 

 

記 

 

業 務 番 号 業    務    名 

2024－403 フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務 

 

 

 

 

 

申込担当者 担当者氏名  

連 絡 先 電 話 番 号 ―    ―  

申込書類等確認 
申請者

確認欄 

堺市公園協会

確認欄 

条件付一般競争入札参加申込書兼誓約書 □  

 堺市業者登録番号（                ） □  

受 付 印 

（公益財団法人堺市公園協会使用欄） 

 

 

 

 

 

 

 
受付Ｎｏ． 

 

 

受付者印 

会社の住所、名称又は商号及び代表者職氏名を記入する

こと。また、登録時(堺市)に代理人を選定している場合(支

店、営業所等)は、その委任先の住所、名称及び委任を受

けている代理人の職氏名を記入すること。印鑑は、堺市に

登録の使用印鑑を鮮明に押印すること。(契約書に押印する

ものと同一のもの。) 

記入例 



 

 

 

 

条件付一般競争入札参加資格確認結果通知受領書 

 

令和 6 年 月  日 

 

 

公益財団法人堺市公園協会 理事長  様 

 

 

所在地（住所） 

名称又は商号 

代表者職氏名                印  

 

 

 下記業務の条件付一般競争入札参加資格確認結果通知等の入札関係書類を受領しまし

た。 

 

業 務 番 号 業    務    名 

2024－403 フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

条件付一般競争入札参加資格確認結果通知受領書 

 

令和６年４月  日 

 

 

公益財団法人堺市公園協会 理事長  様 

 

 

所在地（住所） 

名称又は商号 

代表者職氏名                印  

 

 

 下記業務の条件付一般競争入札参加資格確認結果通知等の入札関係書類を受領しまし

た。 

 

業 務 番 号 業    務    名 

2024－403 フ ラ ワ ーポッ ト 管理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の住所、名称又は商号及び代表者職氏名を記入す

ること。また、登録時(堺市)に代理人を選定している場合

(支店、営業所等)は、その委任先の住所、名称及び委任

を受けている代理人の職氏名を記入すること。 

印鑑は、堺市に登録の使用印鑑を鮮明に押印す

ること。(契約書に押印するものと同一のもの。) 

記載例 



 

 

 

申込書送付用宛名ラベル 

 

 

 
〒590－0803 

堺市堺区東上野芝町 1 丁 4 番地 3 2F  
 
 
公益財団法人 堺市公園協会   

          令和 6 年度フラワーポット管理業務 
条件付一般競争入札受付係 宛 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒590－0803 

堺市堺区東上野芝町 1 丁 4 番地 3 2F  

 

公益財団法人 堺市公園協会   

令和 6 年度フラワーポット管理業務 

              条件付一般競争入札受付係 宛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線で切っ て、 長 形 3 号封筒（ 120×235） ま

たは、 その他の大き さ の封筒（ 角形2号

必ず一般書留又は簡易書留郵便にて送

付し てく ださ い。 （ 普通郵便で送付さ

れた場合、 申し 込みの受付は、 でき ま

せん。 ）  

書 

留 

書 

留 



 
 

（  

郵便によ る 入札の注意事項（ 委託業務・ 人的警備）       
 

 郵便によ る 入札においては、 地方自治法、 同法施行令、 堺市契約規則等関係法令、 公益財団法人堺市公園

協会契約実施細則その他指示事項を承知の上、 参加し てく ださ い。  

 

１ ． 郵送する にあたって 

 入札書の提出方法は次のと おり です。 郵送する 前に誤り がないか十分確認し てく ださ い。  

( １ )  入札書には、 金額（ 入札金額は単年度の総価を記載し てく ださ い｡）、 会社の住所、 商号又は名称及

び代表者職氏名( 代理人を選定し ている 場合はその委任先の住所､名称及び委任を受けている 代理人

の職氏名) を記入し ､堺市調達課へ登録の印鑑を鮮明に押印し てく ださ い｡ 

( ２ )  入札書は当協会から 交付する 入札書封入用小封筒( 緑色) に入れ､封かんし てく ださ い｡ 

( ３ )  入札書封入用小封筒( 緑色) の表面には、 入札日、 件名、 業務番号は記入済ですので、 裏面に堺市へ

の登録の会社の住所、商号又は名称及び代表者職氏名( 代理人を選定し ている 場合はその委任先の住

所、 名称及び委任を受けている 代理人の職氏名) を記入し 、 入札書に押印し た印鑑を３ 箇所( 裏面割

印を含む) に押印し てく ださ い｡ 

( ４ ) 当協会から 交付する 入札書郵送用大封筒（ 青色） に、入札書を入れ封かんし た入札書封入用小封筒( 緑

色) を同封し 、 差出人欄を 記入の上、「 書留郵便( 一般書留郵便又は簡易書留郵便) 」 で郵送し 、 入札

が終わる ま で差出控えを保管し てく ださ い｡ 

( ５ )  郵便によ る 入札に係る 費用については、 入札参加者の負担と し ま す｡ 

( ６ )  入札の参加を辞退さ れる 業務がある 場合には、 当該業務について「 競争入札参加辞退届」 に記入押

印の上、 当協会から 交付する 入札書郵送用大封筒( 青色) に同封し 郵送し てく ださ い｡  

 

２ ． 提出期限 

令和６ 年４ 月２ ４ 日（ 水） 午後５ 時ま で（ 必着のこ と ） ※持参不可  

なお、 提出期限ま でに入札書が到着し ないと き には、 当該入札に参加する こ と ができ ま せん。  

 

３ ． 入札書の引換等の禁止 

 一度提出さ れた入札書の書換え、 引換え及び撤回はでき ま せん。  

 

４ ． 入札関係書類の再交付 

当協会から 交付し た、 入札書、 入札書郵送用大封筒（ 青色）、 入札書封入用小封筒（ 緑色） 等の入札関

係書類を 書き 損じ 、 破損、 亡失し た場合は速やかに業務契約担当課へ申し 出、 再交付を受けなければな

り ま せん。  

 

５ ． 郵便によ る 入札方法の不備について 

 次のいずれかに該当する 場合は無効と なり ま す。  

（ １ ） 入札説明書にて定める 入札書提出締切日時ま でに当協会へ到着し ないと き  

（ ２ ） 書留郵便等（ 郵便追跡サービ ス が利用でき 、 かつ、 受取人の受領印が必要と さ れる 郵便） 以外で届

けら れたと き  

（ ３ ） 当協会指定の入札書郵送用大封筒（ 青色） 以外の封筒で郵送さ れたと き  

（ ４ ） 入札書郵送用大封筒（ 青色） を２ 通以上郵送し た場合 

（ ５ ） 入札書郵送用大封筒（ 青色） を開封し た際に、 入札書封入用小封筒（ 緑色） が封かんさ れていない

と き 、 又は入札書大封筒に入札書が直接入っている と き  

（ ６ ） 当協会指定の入札書封入用小封筒（ 緑色） 以外に入札書を封かんし たと き  

（ ７ ） １ つの入札書封入用小封筒（ 緑色） に２ つ以上の入札書が封入さ れていたと き  

（ ８ ） 入札書と 入札書封入用小封筒（ 緑色） の件名が一致し ないと き  

（ ９ ） 入札書の金額欄が訂正さ れている と き 、 又は金額の記載が不明瞭なと き  



 
 

（ 10） 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。 

（ 11） 入札書が正し く 記載さ れていないと き  

( 12） 入札書に記名押印がないとき 

（13） 鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書へ記入し たと き  

（14） 本件公示に示した入札に参加する資格のない者がした入札 

（15） 本入札に係る書頬に虚偽の記載をした者がした入札 

（16） 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき 

（17） 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき 

（18） その他、 公正な入札執行を阻害する 入札 

（ 19） 最低制限価格を 下回る 金額で入札し たと き 。  

（ 20） その他、堺市契約規則第２２条及び公益財団法人堺市公園協会契約実施細則第２０条に該当する入札 

 

６ ． 開札 

  ①開札は、 入札説明書で定めた日時及び場所において行いま す。  

②開札時の立会いは、 公開と し 、 入札参加者の内、 開札への立会いを希望する 者は立ち会う こ と ができ

る 。 ただし 、 その際は、 開札場所への入室は１ 者１ 名と し 、 入室の際に「 条件付一般競争入札参加資

格確認結果通知書」 の提示が必要と なり ま す。  

③開札時に持参する物 

・条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 

・入札書に押印している印鑑（代理人が出席する場合は委任状に押印されている個人印） 

・委任状（代理人が出席する場合のみ） 

・筆記用具 

   ④開札 

  開札後、最低制限価格を下回る入札を行った者は失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限

価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とし、契約の手続き

（落札決定後、５日以内に契約締結をする。）に入ります。また、落札者が当該業務の契約に応じない場合

は、当該入札を無効（堺市公園協会入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づき、指名停止

の措置をおこなうことがある）とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入

札した者のうち、次順位以降の者を順次繰り上げ、落札者とする。 

 

７ ． 開札の結果、 落札予定業者がないと き  

   入札回数は１ 回と し 、再度入札は行いま せん。入札の結果、落札者と なる べき 入札者がいないと き は、

後日、 速やかに入札方法を改めて新たに入札を行いま す。  

 

８ ． 開札の結果、 同価の落札金額の入札者が２ 人以上ある と き  

   落札者と なる べき 同価の入札をし た者が２ 人以上ある と き は、 く じ 引き を行い落札者を 決定し ま す。

なお、 入札者が当該入札に立会人と し て参加し ている 場合は、 その者が引き 、 参加し ていない場合は、

立会人（ 当協会の当該入札事務に関係の無い職員） が代わって行いま す。  

   なお、 立会人と し て代理人が参加する 場合は、 当該入札における 委任状を持参する も のと し 、 持参し

ない場合はその者がく じ を引く こ と ができ ま せん。 その場合は参加し ていない時と 同様に、 立会人が代

わってく じ を引く も のと し ま す。  

 

９ ． 入札結果の連絡 

落札者にのみ、 入札結果を 電話にて連絡し ま す。 なお、 入札結果は後日、 堺市公園協会ホームページ

（ ht t ps: //www. sakai -park. or . j p/） 入札情報で公表する 予定です。  

https://www.sakai-park.or.jp/
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別表（ 第 8 条関係）  

 

 

 

 

第 1 章 総則 

（ 趣 旨）  

第 1 条 こ の細則は、 公益財団法人堺市公園協会会計規程（ 以下「 会計規程」 と いう 。） 第

47 条第 5 項の規定に基づき 、 公益財団法人堺市公園協会（ 以下「 協会」 と いう 。） におい

て締結する 売買、 貸借、 請負その他の契約について、法令その他別に定めがある も ののほ

か、 必要な事項を定める も のと する 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 運用の基準）  

第 2 条 こ の細則の運用にあたっては、 信義誠実の原則に従う と と も に、 契約事務が公正

的確に処理さ れ、 かつ、 予算が効率的に執行さ れる よ う 努めなければなら ない。  

 

第 2 章 契約の締結 

第 1 節 契約の参加資格 

（ 入札参加資格）  

第 3 条 請負、 買入れ及び賃借の入札に参加し よ う と する 者は、 次の各号に掲げる 資格を

備えている 者でなければなら ない。   （ 令 4.4 一改）  

(1) 引き 続いて 1 年以上その営業を行っている 者 

(2) 堺市の入札参加資格を有する 者 

(3) その他理事長が必要と 認める 資格を有する 者 

 

第 2 節 契約方式別の手続 

第 1 款 一般競争入札 

 （ 一般競争入札の公告）  

第 4 条 理事長は、 一般競争入札に付そう と する と き は、 入札期日前 10 日（ 急を要する 場

合は、 5 日） 前ま でに、 次の各号に掲げる 事項を公告する 。  

(1) 入札に付する 事項 

(2) 入札参加資格に関する 事項 

(3) 入札保証金に関する 事項 

(4) 契約条項を示す場所 

(5) 入札執行の日時及び場所 

(6) 入札の無効に関する 事項 
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(7) 前各号に定める も ののほか、 理事長が必要と 認める 事項 

 

第 2 款 指名競争入札 

（ 指名競争入札によ る こ と ができ る 契約）  

第 5 条 会計規程第 47 条第 2 項の規定によ り 指名競争入札によ る こ と ができ る 場合は、次

の各号に掲げる 入札と する 。  

 (1) 契約の性質又は目的が一般競争入札に適し ないと き 。  

  (2) その性質又は目的によ り 競争に加わる べき 者の数が一般競争入札に付する 必要がな

いと 認めら れる 程度に少数である と き 。  

  (3) 一般競争入札に付する こ と が不利と 認めら れる と き 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 指名方法）  

第 6 条 指名競争入札に付する と き は、 入札参加資格を有する 者のう ちから 理事長が適当

と 認める 者を５ 人以上指名する も のと する 。 ただし 、 理事長において特別の理由がある

と 認める と き は、 こ の限り でない。  

 

（ 通知事項）  

第 7 条 理事長は、 前条の規定によ り 指名し た者に対し て第 4 条各号（ 第 2 号を除く 。）

の事項を通知する 。  

 

第 3 款 随意契約 

（ 随意契約によ る こ と ができ る 契約）  

第 8 条 会計規程第 47 条第 2 項の規定によ り 随意契約によ る こ と ができ る 場合は、次の各

号に掲げる 契約と する 。  

(1) 予定価格が別表左欄に掲げる 契約の種類に応じ て、 それぞれ対応する 右欄に定める

金額を超えないと き 。  

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適し ないと き 。  

イ 、 国、 地方公共団体その他公法人又は公益法人と 契約する と き 。  

ロ 、 医療、 歯科診療、 調剤又はこ れら に準ずる も のを目的と する と き 。  

ハ、 訴訟代理又はこ れに類する も のを目的と する と き 。  

ニ、 学術又は技芸の保護奨励のため必要な業務を委託する と き 。  

ホ、 産業の保護奨励のため必要な業務を委託する と き 。  

ヘ、 調査研究を目的と する 契約で、 能力、 技術、 信用、 手法等について適当な者を相
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手方と する と き 。  

ト 、 公益事業の用に供する ため必要な業務を委託する と き 。  

チ、 委託業務が特定の者でなければ受託する こ と ができ ないと き 。  

リ 、 特殊の性質を有する と き 、 特別の目的がある こ と によ り 相手方が特定さ れる と

き 、 又は特殊の技術を必要と する と き 。  

ヌ 、 設備、 機械等の保守点検を目的と する 契約で、 当該設備、 機械等を設置又は納入

し た者を相手方と する と き 。  

ル、 複数単価で、 かつ同一業者と 契約をする 必要がある と き 。  

ヲ 、 その他契約の性質又は目的が競争入札に適し ないと き 。  

 (3) 高年齢者等の雇用の安定等に関する 法律（ 昭和 46 年法律第 68 号） 第 41 条第 2 項に

規定する シルバー人材センタ ーから 役務の提供を受ける 契約をする と き 。  

(4) 緊急の必要によ り 競争入札に付する こ と ができ ないと き 。  

(5) 競争入札に付する こ と が不利と 認めら れる と き 。  

イ 、 打ち切った委託業務を再委託する と き 。  

ロ 、 関連業務等を履行さ せる と き 。  

ハ、 契約時期を失する と き 。  

ニ、 その他競争入札に付する こ と が不利と 認めら れる と き 。  

(6) 時価に比し て著し く 有利な価格で契約を締結する こ と ができ る 見込みのある と き 。  

(7) 競争入札に付し 入札者がないと き 、 又は再度の入札に付し 落札者がないと き 。  

(8) 落札者が契約を締結し ないと き 。  

(9) その他理事長が特に認めたと き 。  

2 前項第 7 号の規定によ り 随意契約によ る 場合は、 契約保証金及び履行期限を除く ほか、

最初競争入札に付する と き に定めた予定価格その他の条件を変更する こ と ができ ない。  

3 第 1 項第 8 号の規定によ り 随意契約によ る 場合は、落札金額の制限内でこ れを行う も の

と し 、かつ、履行期限を除く ほか、最初競争入札に付する と き に定めた条件を変更する こ

と ができ ない。  

4 前 2 項の場合においては、 予定価格又は落札金額を分割し て計算する こ と ができ る と き

に限り 、 当該価格又は金額の制限内で数人に分割し て契約を締結する こ と ができ る 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 見積書の徴取）  

第 9 条 随意契約に付する と き は、 3 人以上の者から 見積書を徴する も のと する 。 ただ

し 、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 1 人のみの見積書の徴取で足り る も のと す

る 。   （ 令 2.4 一改）  
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(1) 契約の性質又は目的によ り 、 契約の相手方を特定せざる を得ないと き 。  

(2) 災害の発生等によ り 、 緊急を要する と き 。  

(3) 予定価格が３ ０ ０ ,０ ０ ０ 円未満の契約をする と き 。   （ 令 2.4 一改）  

(4) 前 3 号に定める も ののほか、 理事長が 3 人以上の者から 見積書を徴する 必要がない

と 認める と き 。   （ 令 2.4 一改）  

2 前項の規定にかかわら ず、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 見積書の徴取を省

略する こ と ができ る 。  

(1) 国又は地方公共団体と 契約を締結する と き 。  

(2) 法令によ り 価格の定めら れている 物品を購入する と き 。  

(3) 不動産の売買又は貸借をする と き 。  

(4) 見積書を徴取でき ない特別の理由がある と き 。  

(5) 医療、 歯科診療、 調剤又はこ れら に準ずる も のを目的と する と き 。  

(6) 訴訟代理又はこ れに類する も のを目的と する と き 。  

(7) 法令に基づいた料金が定めら れている こ と その他の特別の理由がある こ と によ り 、

特定の取引価格又は料金によ ら なければ契約を締結する こ と ができ ないと き 。  

 

（ 創作物の製作業務の特例）  

第 10 条 創作性を有する 物を製作する こ と を目的と する 契約で、 理事長の認めたも のに

ついては、 創作案を提出さ せ、 その内容の検討によ り 契約の相手方を選定する こ と がで

き る 。 こ の場合においては、 最低の価格をも って申込みをし た者以外の者を選定する こ

と ができ る 。  

2 前項の場合においては、 あら かじ め契約する 金額を明示し て、 創作案の提出を求める

こ と ができ る 。  

 

第 3 節 入札 

（ 入札保証金の納付等）  

第 11 条 入札に参加し よ う と する 者に納付さ せる 入札保証金の額は、 入札金額の 100 分

の 3 以上と する 。 ただし 、 理事長は、 特に必要がある と 認める と き は別に入札保証金の

額を定める こ と ができ る 。  

2 入札保証金には、 利子を付さ ない。  

3 入札保証金の納付は、 国債、 地方債の証券その他理事長において確実と 認める 担保の

提供をも って代える こ と ができ る 。  

4 前項の証券の評価額は、 額面金額（ 発行価格が額面金額未満である と き は、 その発行

価格） の 10 分の 8 と する 。  
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   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 入札保証金の免除）  

第 12 条 前条第 1 項の規定にかかわら ず、 理事長は、 入札に参加し よ う と する 者が次の

各号のいずれかに該当する と き は、 入札保証金の全部又は一部の納付を免除する こ と が

でき る 。  

(1) 保険会社と の間に協会を被保険者と する 入札保証保険契約を締結し 、 その保険証書

を提出し たと き 。  

(2) 過去 2 年間に国又は地方公共団体と 種類及び規模をほぼ同じ く する 契約を 1 回以上

締結し 、 こ れら をすべて誠実に履行し 、 かつ、 契約を締結し ないおそれがないと 認め

る と き 。  

(3) 堺市の入札参加資格を有する と き 。  

(4) 前 3 号に定める も ののほか、 契約を締結し ないおそれがないと 理事長が認める と

き 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 入札保証金の還付等）  

第 13 条 入札保証金は、 落札者には契約締結後、 その他の入札者には開札後こ れを還付

する 。  

2 入札保証金は、 契約保証金に充当する こ と ができ る 。  

 

（ 入札保証金の帰属等）  

第 14 条 落札者が、 正当な理由がなく 期限ま でに契約を締結し ないと き は、 入札保証金 

は、 協会に帰属する 。  

2 入札保証金の納付を免除さ れた者が、 正当な理由がなく 期限ま でに契約を締結し ない

と き は、 落札金額の 100 分の 3 に相当する 違約金を徴収する も のと する 。  

 

（ 入札方法）  

第 15 条 入札参加者は、 図面、 設計書、 仕様書、 現場又は現物若し く は見本を確認のう

え、 必要事項を記入し 、 かつ、 記名押印をし た入札書によ り 入札をし なければなら な

い。  

2 代理人によ り 入札し よ う と する 者は、 入札前に委任状を提出し なければなら ない。  

 

（ 指名競争入札参加者の数）  
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第 16 条 理事長は、 指名競争入札参加者が当初に指名し た数よ り 減少し た場合において

も 、 ２ 人以上の入札参加者がある と き は、 入札を行う こ と ができ る 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 予定価格の決定）  

第 17 条 予定価格は、 入札に付する 事項の価格の総額について定める も のと する 。 ただ

し 、 一定期間継続し てする 製造、 修繕、 加工、 売買、 供給、 使用等の契約の場合におい

ては、 単価についてその予定価格を定める こ と ができ る 。  

2 予定価格は、 契約の目的又は役務について、 取引の実例価格、 需給の状況、 履行の難

易、 数量の多少、 履行期間の長短等を考慮し て定める も のと する 。  

 

（ 最低制限価格の決定）  

第 18 条 契約の内容に適合し た履行を確保する ため特に必要がある と 認める と き は、 あ

ら かじ め最低制限価格を設ける こ と ができ る 。  

2 前項の最低制限価格は、 理事長がその都度定める も のと する 。 こ の場合において、 最

低制限価格を予定価格の 3 分の 2 を下ら ない範囲内で定める も のと する 。  

3 前項の規定にかかわら ず、 理事長において特に必要がある と 認める と き は、 最低制限

価格の額を予定価格の 3 分の 2 未満と する こ と ができ る 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 予定価格等の準備）  

第 19 条 予定価格又は最低制限価格を定めたと き は、 こ れら を記載し た書面を作成の

上、 密封し 、 開札の際、 開札場所に置く も のと する 。  

 

 （ 入札の無効）  

第 20 条 次の各号のいずれかに該当する 入札は、 無効と する 。  

(1) 入札書が所定の日時を過ぎて到着し たと き 。    （ 令 4.4 一改）  

(2) 入札書の記入事項について、 必要な文字を欠き 、 又は判読でき ないと き 。  

(3) 入札書に記名押印がないと き 。  

(4) 入札金額を訂正し たと き 。  

(5) 一の入札に対し て 2 通以上の入札書を提出し たと き 。  

(6) 入札保証金を要する 場合において、 こ れを納付せず、 又はその金額に不足がある と

き 。  

(7) 代理人によ る 入札の場合において、 委任状を提出し ないと き 。  
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(8) 入札者若し く はその代理人が他の入札代理人と なり 、 又は数人共同し て入札し たと

き 。  

(9) 入札者の資格のないも のが入札し たと き 。  

(10) 入札に関し 不正な行為を行ったと き 。 又は不正な行為を行ったおそれが非常に強い

と き 。  

(11) 第 18 条第 1 項の規定によ り 最低制限価格を設定し た場合において、 こ れを下回る 価

格で入札し たと き 。  

(12) 明ら かに当該契約の履行ができ ないと 認めら れる 低い価格で入札し たと き 。  

(13) その他入札に関する 条件に違反し たと き 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 開札及び再度入札）  

第 21 条 入札の開札は、 入札の場所において、 入札の終了後直ちに、 入札者を立ち合わ

せて行う も のと する 。 こ の場合において、 入札者が立ち会わないと き は、 当該入札事務

に関係のない職員を立ち合わせなければなら ない。  

2 入札者は、 その提出し た入札書の書換え、 引換え又は撤回をする こ と ができ ない。  

3 理事長は、 開札し た場合において、 各人の入札のう ち予定価格の制限の範囲内の価格

の入札がないと き （ 第 18 条の規定によ り 最低制限価格を設けた場合にあっては、 予定価

格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないと き ） は、 直ちに、 再

度の入札をする こ と ができ る 。 ただし 、 郵送によ る 入札を行った場合はこ の限り でな

い。  

4 再度入札において入札者が１ 人と なったと き 、 又は再度入札を２ 回以上（ 工事請負契

約及び工事関連委託契約(以下「 工事請負契約等」 と いう 。） にあっては１ 回以上)行った

場合において、 なおその最低入札価格が予定価格を超える と き は、 入札を打ち切る こ と

ができ る 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

 （ 入札のく じ によ る 落札者の決定）  

第 22 条  理事長は、 落札と なる べき 同価の入札をし た者が二人以上ある と き は、 直ちに、

当該入札者にく じ を引かせて落札者を定めなければなら ない。こ の場合において、当該入

札者のう ちく じ を引かない者がある と き は、こ れに代えて、当該入札事務に関係のない職

員にく じ を引かせる も のと する 。  

 

（ 落札者がなく 随意契約によ る 場合）  
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第 23 条 再度入札に付し た後も 落札者がないため、 第 8 条第 1 項第 7 号の規定によ り 随

意契約によ る も のと する と き は、 入札額の低い者から 順に見積書を提出さ せ、 契約の相

手方を決定する も のと する 。 こ の場合においては、 無効の入札をし た者又は辞退の入札

をし た者を相手方と する こ と はでき ない。  

 

（ 入札の中止等）  

第 24 条 理事長は、 不正な入札が行われる おそれがある と 認める と き 、 又は災害その他

やむを得ない理由がある と き は、 入札を中止し 、 又は入札期日を延期する こ と がある 。  

2  入札の執行前又は執行中において、 入札を公正に執行でき ないと 認めら れる 事由が生

じ たと き は、 理事長は、 入札を中断し 、 延期し 、 又は取り 止める こ と ができ る 。  

 

（ 随意契約への準用）  

第 25 条 第 17 条及び第 18 条の規定は、 随意契約の場合に準用する 。  

2 前項の規定によ り 予定価格を定めたと き は、 こ れを記載し た書面を作成し 、 密封する

も のと する 。  

3 前項の規定にかかわら ず、 次の各号のいずれかに該当する 場合は、 予定価格を記載し

た書面の作成を省略する こ と ができ る 。  

(1) 予定価格が別表の左欄に掲げる 契約の種類に応じ て、 それぞれ対応する 右欄に定め

る 金額の 2 分の 1 以下のと き 。  

(2) 法令に基づいた料金が定めら れている こ と その他の特別の理由がある こ と によ り 、

特定の取引価格又は料金によ ら なければ契約を締結する こ と ができ ないと き 。  

(3) 委託契約をする こ と が法令上定めら れている と き 。  

(4) 国又は地方公共団体と 契約する と き 。  

(5) 医療、 歯科診療、 調剤又はこ れら に準ずる も のを目的と する と き 。  

(6) 訴訟代理又はこ れに類する も のを目的と する と き 。  

(7) 調査研究を目的と する 契約で、 大学等学術研究機関を相手方と する と き 。  

(8) 前各号に定める も ののほか、理事長が予定価格を記載し た書面を作成する 必要がない

と 認める と き 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

第 4 節 契約書、 契約保証金及び契約保証人 

（ 契約締結の手続）  

第 26 条 落札者に決定する 旨又は契約の相手方と する 旨の通知を受けた者は、 理事長が

指定する 期限ま でに契約書に記名押印のう え、 理事長が定める 書類を添えてこ れを提出



22-3 契約実施細則 

22 - 3 - 10 

し なければなら ない。 こ の場合において、 契約保証金又は契約保証人を要する も のにつ

いては、 契約保証金を納付し 、 又は契約保証人を立てなければなら ない。  

2 前項の規定によ る 契約締結の手続を怠ったと き は、 その者に係る 落札又は契約の決定

を取り 消すこ と がある 。  

 

 （ 長期継続契約を締結する こ と ができ る 契約）  

第 27 条 物品を借り 入れ又は役務の提供を受ける 契約で、 その契約の性質上翌年度以降に

わたり 契約を締結し なければ当該契約に係る 事務の取扱いに支障を及ぼすよ う な契約に

ついては、 翌年度以降にわたり 契約する こ と ができ る 。  

2 前項の規定によ る 翌年度以降にわたり 契約する こ と ができ る も のは、 次に掲げる も のと

する 。  

 (1) 電気、 ガス 若し く は水の供給若し く は電気通信役務の提供を受ける 契約 

(2) 商慣習上複数年度にわたり 契約を締結する こ と が一般的である も の 

   （ 令 3.4 一改）  

(3）  経常的かつ継続的な役務の提供を受ける 契約で、 毎年度当初から 役務の提供を受け

る 必要がある ため、 複数年度にわたり 契約を締結する 必要がある も の 

   （ 平 26.11 一改）  

(4) その他理事長が必要と 認める も の 

   （ 令 4.4 追加）  

 

（ 契約書の記載事項）  

第 28 条 契約書には、 契約の目的、 契約金額、 履行期限及び契約保証金に関する 事項の

ほか、 次の各号に掲げる 事項を記載する も のと する 。 ただし 、 契約の性質又は目的によ

り 該当のない事項については、 こ の限り でない。  

(1) 契約履行の場所 

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

(3) 監督及び検査 

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における 遅延利息、 違約金その他の損害金 

(5) 危険負担 

(6) かし 担保責任 

(7) 契約に関する 紛争の解決方法 

(8) 権利義務の譲渡の禁止 

(9) その他必要な事項 
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（ 契約書又は請書の省略）  

第 29 条 次に掲げる 場合においては、 契約書の作成を省略し 、 請書をも ってこ れに代え

る こ と ができ る 。  

(1) 契約金額が１ ,０ ０ ０ ,０ ０ ０ 円を超えない契約（ 概算払、 前金払及び第 39 条に規定

する 部分払をする 契約、 長期継続契約、 単価契約並びに不動産の売買契約及び賃貸契

約を除く 。） をする と き 。  

(2) 有価証券を売買する と き 。  

(3) 国又は地方公共団体その他公共団体と 契約をする と き 。  

(4) 前各号に定める も ののほか、 理事長において契約書を作成する 必要がないと 認める

と き 。  

2 前項の規定にかかわら ず、 次の各号に掲げる 契約を締結する 場合においては、 契約書及

び請書の作成を省略し 、 見積書その他の書類をも ってこ れら に代える こ と ができ る 。  

 (1) 協会業務に関する 広告の依頼をする と き 。  

 (2) 各種保険契約の締結をする と き 。  

 (3) 運搬料、 保管料、 手数料等役務の提供を求める 契約をする と き 。  

 (4) 前各号に定める も ののほか、理事長において契約書及び請書を作成する 必要がないと

認める と き 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 契約保証金の納付等）  

第 30 条 契約の相手方（ 以下「 相手方」 と いう 。） に納付さ せる 契約保証金の額は、 契約

金額の 100 分の 10 以上と する 。 ただし 、 理事長において必要がある と 認める と き は、

別に契約保証金の額を定める こ と ができ る 。  

2 理事長は、 必要と 認める と き は、 前項に定める 契約保証金の納付に代えて、 次条第 5

号の工事履行保証契約（ かし 担保特約を付し たも のに限る 。） の締結を求める こ と ができ

る 。  

3 第 11 条第 2 項から 第 4 項ま での規定は、 契約保証金の納付について準用する 。  

 

（ 契約保証金の免除）  

第 31 条 前条第 1 項の規定にかかわら ず、 理事長は、 次の各号のいずれかに該当する と

き は、 契約保証金の全部又は一部の納付を免除する こ と ができ る 。 ただし 、 工事請負契

約等については、 第 2 号を除く 。  

(1) 契約の相手方が保険会社と の間に協会を被保険者と する 履行保証保険契約を締結

し 、 その証書を提出し たと き 。  
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(2) 相手方が過去 2 年間に国又は地方公共団体並びに協会と 種類及び規模をほぼ同じ く

する 契約を 1 回以上締結し 、 こ れら をすべて誠実に履行し 、 かつ、 契約を履行し ない

おそれがないと 認める と き 。   （ 令 4.4 一改）  

(3) 法令に基づき 延納が認めら れる 場合において、 確実な担保が提供さ れたと き 。  

(4) 契約金額が 1,000,000 円以下であり 、 かつ、 相手方が契約を履行し ないおそれがな

いと 認める と き 。  

(5) 協会が相手方から 委託を受けた保険会社と 工事履行保証契約を締結し たと き 。  

(6) 金融機関又は保証事業会社の保証が得ら れたと き 。  

(7) 不動産の買入れ又は借入れに関する 契約を締結する と き 。  

(8) 随意契約を締結する 場合において、 契約金額が少額であり 、 かつ、 契約の相手方が

契約を履行し ないこ と と なる おそれがないと き 。  

(9) 前各号に定める も ののほか、 理事長において契約保証金を納付さ せる 必要がないと

認める と き 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 契約保証金の充当）  

第 32 条 契約保証金は、 契約において特別の定めをする 場合を除き 、 貸付料又は延滞損

害金の納付を遅延し たと き こ れに充当する ほか、 契約に伴う 一切の損害賠償に充当す

る 。  

2 理事長は、 前項の規定によ る 充当によ り 、 契約保証金に不足を生じ たと き は、 こ れを

追納さ せる も のと する 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

 （ 契約保証金の還付等）  

第 33 条 契約保証金は、 協会と 契約し た者（ 以下｢契約者｣と いう 。） がその債務を履行し

た後、 こ れを還付する 。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 当該各号に定

める 日以後にこ れを還付する こ と ができ る 。  （ 令 4. 4 一改）  

( 1)  物品の借入れに係る 契約( 次号に規定する 契約を除く 。 ) にあっては、 当該物品の

全ての納品を受けたと き 。  当該納品を受けた日 

( 2)  リ ース 契約及び長期継続契約にあっては、 契約期間の初日から 起算し て 1 年間経

過し たと き ( 当該長期継続契約の相手方に履行遅滞その他義務の不履行が無い場合に

限る 。 ) 。  当該 1 年間を経過し た日 

2 前項の規定にかかわら ず、 理事長は、 契約不適合に係る 保証金と し て保証金の全部又

は一部を留保する 必要がある と き は、 こ れを還付し ないこ と ができ る 。  （ 令 4.4 追加）  
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（ 契約保証金の帰属）  

第 34 条 第 49 条の規定によ り 契約を解除し たと き は、 契約保証金は協会に帰属さ せる も

のと する 。 契約者の責めに帰すべき 理由によ り 契約が履行不能と なった場合において

も 、 ま た同様と する 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 契約保証人）  

第 35 条 理事長は、 契約の締結に際し て、 契約保証人を立てさ せる こ と ができ る 。  

2 前項の契約保証人は、 相手方と 同等以上の履行能力を有する 者で、 かつ、 理事長に契

約保証人と し て承認を申請し 、 その承認を得た者でなければなら ない。  

 

（ 契約保証人に対する 履行請求）  

第 36 条 理事長は、 前条第 1 項の規定によ り 契約保証人を立てさ せた場合において、 契

約者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 当該契約保証人に対し 、 その履行を請求

する も のと する 。  

(1) 履行期限ま でに契約を履行せず、 又は履行の見込みがないと 認めら れる と き 。  

(2) 前号に定める も ののほか、 契約の目的を達成する 見込みがないと き 。  

 

第 3 章 契約の履行 

第 1 節 契約上の権利 

（ 権利の譲渡等の制限）  

第 37 条 契約から 生ずる 権利又は義務は、 理事長の承認がなければ、 他人に譲渡し 、 若

し く は担保に供し 、 又は引き 受けさ せる こ と ができ ない。  

 

第 2 節 契約上の給付 

（ 目的物の引渡し ）  

第 38 条 契約の目的物は、 完成又は納入検査合格後、 引渡し を受ける も のと する 。  

2 前項の引渡し 前に生じ た損害は、 契約者の負担と する 。 ただし 、 契約において特別の

定めがある と き は、 こ の限り でない。  

 

（ 部分払）  

第 39 条 理事長は、 契約によ り 受ける 給付の完了前に、 既済部分又は既納部分の代価の

一部又は全部を支払う こ と ができ る 。  
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2 前項の規定によ る 支払（ 以下「 部分払」 と いう 。） は、 工事請負契約等については、 次

の各号のいずれかに該当する も のに限り 、 する こ と ができ る 。  

(1) 契約金額が１ ,０ ０ ０ ,０ ０ ０ 円以上である も の 

(2) 工期が１ ２ ０ 日以上である も の 

3 部分払の額は、 工事請負契約等については、 その既済部分に対する 代価の 10 分の 9 の

額を超える こ と ができ ない。 ただし 、 性質上可分の工事請負契約等にかかる 完済部分に

あっては、 その代価の全額ま でを支払う こ と ができ る 。  

4 部分払の回数は、 工事請負契約等については、 次のと おり と する 。 ただし 、 市、 府又は

国の補助金の対象と なっている も のについては、 こ の限り でない。  

(1) 工期が１ ８ ０ 日以上のも のについては、 工期日数を 90 で除し て得た回数（ 1 未満の

端数切捨て） と し 、 その他のも のについては１ 回と する 。  

  (2) 会計規程第 27 条の規定によ り 前金払をする こ と ができ る も のについては、 前号によ

り 算定し た回数から 1 を減じ た回数と する 。  

   （ 平 26.11 一改 令 4.4 一改）  

 

 （ 遅延違約金）  

第 40 条 契約者の責めに帰すべき 理由によ り 契約者が、 請負、 買入れ又は売払いの契約

（ 不動産に係る 売払いの契約を除く 。） に基づく 債務の履行を遅延し たと き には、 遅延部

分に対する 対価につき 、 遅延日数に応じ 、 当該契約締結の日における 政府契約の支払遅

延防止等に関する 法律（ 昭和 24 年法律第 256 号） 第 8 条第 1 項に規定する 財務大臣が

指定する 率（ 以下｢支払遅延防止法の率」 と いう 。） を乗じ て計算し た額の遅延違約金を

徴収する 。 ただし 、 工事その他の請負で遅延部分を分ける こ と ができ ないと き 、 又は売

払いである と き は、 契約代価につき 遅延日数に応じ 、 当該契約締結の日における 支払遅

延防止法の率を乗じ て計算し た額を遅延違約金と する 。  

2 理事長において必要と 認める と き は、 前項の規定にかかわら ず、 契約において特に違

約金の額を定める こ と がある 。  

3 第 1 項に規定する 遅延違約金の総額が１ ０ ０ 円未満のも のについては、 こ れを免除す

る 。  

4 遅延違約金は、 契約者に対する 支払代金又は契約保証金から 差し 引く も のと する 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ かし 担保の特約）  

第 41 条 理事長は、 その指定する 期間内においては、 契約者に対し 、 目的物のかし につ

いて、 相当の期間を定めて補修、 取替えその他の措置（ 以下「 補修等」 と いう 。） を請求
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し 、 又は補修等に代え、 若し く は補修等と と も に損害の賠償を請求する こ と ができ る 。  

 

第 3 節 監督及び検査 

（ 監督及び検査）  

第 42 条 職員は、 契約の適正な履行を確保する ため又はその受ける 給付の完了の確認

（ 給付の完了前に代価の一部を支払う 必要がある 場合において行う 工事若し く は製造の

既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。） をする ため、 必要な監督又は検査をし なけ

ればなら ない。  

2 前項の規定によ る 監督は、 立会い、 指示その他の方法によ って行わなければなら な

い。  

3 第 1 項の規定によ る 検査は、 契約書、 仕様書及び設計書その他の関係書類（ 当該関係

書類に記載すべき 事項を記録し た電磁的記録を含む。） に基づいて行わなければなら な

い。  

4 理事長は、 当該契約について、 特に専門的な知識又は技能を必要と する こ と その他の

理由によ り 協会職員によ って監督又は検査を行う こ と が困難であり 、 又は適当でないと

認めら れる と き は、 協会職員以外の者に委託し て当該監督又は検査を行わせる こ と がで

き る 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 監督及び検査の兼職禁止）  

第 43 条 検査職員は、 特別の必要がある 場合を除く ほか、 監督職員を兼ねる こ と ができ

ない。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 監督職員及び検査職員の指示に従う 義務）  

第 44 条 契約者は、 契約の履行について、 監督職員及び検査職員の職務上の指示に従わ

なければなら ない。  

   （ 平 26.11 一改）  

  

第 4 章 契約の変更及び解除 

（ 協会の都合によ る 契約の変更等）  

第 45 条 理事長において必要がある と 認める と き は、 契約内容の変更、 履行の中止又は

契約の解除をする こ と がある 。 こ の場合においては、 契約者に通知し なければなら な

い。  
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 （ 履行期限の延長等）  

第 46 条 契約者は、 天災その他その責めに帰する こ と ができ ない事由によ り 、 期限内に

履行が完了する 見込みがない場合は、 履行期限の延長を求める こ と ができ る 。  

 

（ 変更契約書又は請書の提出）  

第 47 条 契約内容を変更する と き は、 契約者は、 ５ 日以内に変更契約書又は請書を提出

し なければなら ない。 ただし 、 特に支障がないと 認める と き は、 こ れを省略する こ と が

でき る 。  

 

（ 契約保証金の増減）  

第 48 条 契約金額が著し く 増減し たため、 既納の契約保証金に過不足が生じ たと き は、

こ れを追徴し 、 又は還付する こ と ができ る 。  

 

（ 協会の解除権）  

第 49 条 契約者が、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 理事長は、 契約を解除する

こ と がある 。  

(1) 正当な理由がなく 契約を履行し ないと き 、 又は契約期間内に履行の見込みがないと

き 。  

(2) 契約の締結又は履行について不正な行為を行ったと き 、 又は不正な行為を行ったお

それが非常に強いと き 。  

(3) 契約の履行にあたり 職員の指示に従わないと き 、 又はその職務の執行を妨げたと

き 。  

(4) 契約者と し て必要な資格が欠けたと き 。  

(5) 契約事項に違反し たと き 。  

   （ 平 26.11 一改）  

 

（ 契約解除時の処理）  

第 50 条 前条の規定によ り 契約を解除し たと き は、 理事長の選択によ り 、 契約者の費用

で既成部分の取除き 又は搬入材料若し く は既納物品の引取り をさ せ、 又は理事長の認定

によ る 金額を交付し 、 既成部分等を協会に帰属さ せる も のと する 。  

2 前項の規定は、 契約が無効又は履行不能と なった場合に準用する 。  

3 前 2 項の場合において遅延違約金その他の損害金がある と き は、 交付代金から こ れを

差し 引く も のと する 。  
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 （ 不正な行為等に係る 損害賠償の予約）  

第 51 条 理事長は、 相手方が協会と 締結し ている 契約について次の各号のいずれかに該

当する と き は、 第 49 条の規定によ る 契約の解除にかかわら ず、 当該契約の契約金額の

10 分の 2 に相当する 額に、 当該契約金額の支払が完了し た日から 当該契約締結の日にお

ける 支払遅延防止法の率によ り 計算し た利息を加算し た額を、 損害賠償金と し て徴収す

る も のと する 。 相手方が契約を履行し た後についても 、 ま た同様と する 。  

 (1) 相手方又はその役員、 使用人その他こ れら に類する 者が、 刑法（ 明治 40 年法律第

45 号） 第 96 条の 6 若し く は第 198 条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る 法律（ 昭和 22 年法律第 54 号） 第 89 条第 1 項若し く は第 95 条第１ 項第１ 号の規定

に該当し 、 刑が確定（ 執行猶予の場合を含む。） し たと き 。  

 (2) 競争入札において、 その公正な執行を妨げたと き 又は公正な価格の成立を害し 、 若

し く は不正の利益を得る ために連合し たと 理事長が認める と き 。  

2 前項の規定は、 相手方が共同企業体である 場合については、 同項中「 相手方」 と ある

のは「 相手方（ その構成員を含む。）」 と 読み替えて適用がある も のと する 。  

3 理事長は、 前項の規定によ り 第１ 項の規定を読み替えて適用する 場合において、 相手

方が既に解散し ている と き は、 相手方の構成員であったも のに第 1 項の規定によ る 損

害賠償の支払を請求する こ と ができ る 。 こ の場合において、 相手方の構成員であった

も のは、 連帯し て同項の額を理事長に支払わなければなら ない。  

4 第 1 項の規定は、 協会に生じ た現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える 場合に

おいて、 その超過分につき 、 相手方に対し 損害賠償の請求を妨げる も のではない。  

   （ 平 26.11 追加）  

 

第 5 章 補則 

（ 工事請負契約等の取扱い）  

第 52 条 工事請負契約等に伴う 指名競争入札及び随意契約の事務に関する 取扱いの基準

及び手続き については、 こ の細則に定める ほか、 堺市建設工事等に係る 競争入札等事務

取扱要綱等を準用する 。  

   （ 平 26.11 繰下）  

 

（ 入札参加停止等の取扱い）  

第 53 条 協会において実施する 入札における 業者の入札参加停止等に関する 取扱い等に

ついては、 公益財団法人堺市公園協会入札参加有資格者の入札参加停止等に関する 要綱

の定める と こ ろによ る 。  
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   （ 平 26.11 一改・ 繰下）  

 

（ 施行の細目）  

第 54 条 こ の細則の施行について必要な事項は、 理事長が定める 。  

   （ 平 26.11 繰下）  

 

附 則 

 こ の細則は、 平成２ ２ 年７ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

 こ の細則は、 平成２ ６ 年１ １ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

 こ の細則は、 令和２ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

 こ の細則は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

 こ の細則は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

   別 表（ 第 8 条関係）  

(1) 工事又は製造の請負 予定価格 2,500,000 円 

(2) 財産の買入れ 予定価格 1,600,000 円 

(3) 物件の借入れ 予定価格 800,000 円 

(4) 財産の売払い 予定価格 500,000 円 

(5) 物件の貸付 予定価格 300,000 円 

(6) 前各号に掲げる も の以外のも の 予定価格 1,000,000 円 
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公益財団法人堺市公園協会入札参加有資格者の入札参加停止等に関する 要綱 

令和４ 年４ 月１ 日施行 

 

目 次 

第 1 条（ 趣旨）  

第 2 条（ 入札参加停止）  

第 3 条（ 下請負人等及び共同企業体に係る 入札参加停止）  

第 4 条（ 入札参加停止期間の始期）  

第 5 条（ 入札参加停止期間の特例等）  

第 6 条（ 入札参加停止の承継）  

第 7 条（ 入札参加停止等の通知）  

第 8 条（ 随意契約の相手方の制限）  

第 9 条（ 下請等の禁止）  

第 10 条（ 契約保証の制限）  

第 11 条（ 警告及び注意）  

第 12 条（ 入札参加回避）  

第 13 条（ 入札参加停止の公表）  

第 14 条（ 報告）  

第 15 条（ 委任）  

附 則 平成２ １ 年４ 月１ 日施行 

附 則 平成２ ７ 年７ 月１ 日施行 

附 則 令和４ 年４ 月１ 日施行 

別表（ 第 2 条関係）  

 

 

（ 趣旨）  

第 1 条 こ の要綱は、 公益財団法人堺市公園協会契約実施細則第 3 条の規定によ り 入札参加

資格を有する と 理事長が認めた者（ 以下「 有資格者」 と いう 。） に対する 入札参加停止（ 一般

競争入札にあっては入札に参加さ せない措置を、 指名競争入札にあっては指名し ない措置を

いう 。 以下同じ 。） 等について必要な事項を定める 。  

 

（ 入札参加停止）  

第 2 条 理事長は、有資格者が別表に掲げる 措置要件のいずれかに該当する と 認める と き は、

当該措置要件ごと に定める 期間、 入札参加停止を行う も のと する 。  

2 理事長は、 一般競争入札を実施する 場合において、 前項の規定によ り 入札参加停止を受け

ている 有資格者（ 以下「 入札参加停止者」 と いう 。） について一般競争入札への参加を認め

ている と き は、 当該一般競争入札に参加さ せないも のと する 。  

3 理事長は、 指名競争入札を実施する 場合において、 入札参加停止者を現に指名し ている と

き は、 当該入札参加停止者の指名を取り 消すも のと する 。  
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4 理事長は、 入札参加停止に係る 期間（ 以下「 入札参加停止期間」 と いう 。） の満了後、 なお

当該入札参加停止の事由と なった事実が継続し ている と 認める 有資格者に対し ては、 再度

入札参加停止を行う こ と ができ る 。  

  

（ 下請負人等及び共同企業体に係る 入札参加停止）  

第 3 条 理事長は、 前条第 1 項の規定によ り 入札参加停止を行う 場合において、 当該入札参

加停止の事由について責めを負う べき 有資格者である 下請負人及び再委託先（ 以下「 下請負

人等」 と いう 。） がある と き は、 当該下請負人等についても 、 入札参加停止を行う も のと す

る 。  

2 理事長は、 前条第 1 項の規定によ り 共同企業体について入札参加停止を行う と き は、 当該

共同企業体の有資格者である 構成員（ 当該入札参加停止の事由について、明ら かに責めを負

わないと 認めら れる 者を除く 。） についても 、 入札参加停止を行う も のと する 。  

3 理事長は、前条第 1 項又は第 2 項の規定によ る 入札参加停止に係る 有資格者を構成員に含

む共同企業体についても 、 情状に応じ て入札参加停止を行う こ と ができ る 。  

  

（ 入札参加停止期間の始期）  

第 4 条 第 2 条第 1 項又は第 4 項の規定によ り 入札参加停止を行う 場合における 入札参加停

止の期間は、当該入札参加停止の事由と なった事実を理事長が認定し た日から 起算する も の

と する 。  

2 第 2 条第 1 項の規定によ り 入札参加停止を行う 場合において、当該入札参加停止の事由と

同一の事由によ り 第 12 条第 1 項又は第 2 項の規定によ り 既に入札参加回避を行っている

と き （ 同条第 2 項の規定によ り 特定の入札について入札参加回避を行った場合を除く 。）

は、 入札参加停止の始期は、 前項の規定にかかわら ず、 当該入札参加回避を解除し た日と

する 。ただし 、当該入札参加停止の期間は、当該入札参加回避を決定し た日から 起算する 。  

3 入札参加停止者が、 別表に掲げる 措置要件のいずれかに該当する と 認めら れる と き は、 そ

の時点から 重複し て、 当該措置要件ごと に定める 期間入札参加停止を行う も のと する 。  

4 第 1 項の規定は、 前項の規定によ る 入札参加停止について準用する 。  

 

 （ 入札参加停止期間の特例等）  

第 5 条 有資格者が、 一の事案によ り 別表に掲げる 措置要件の２ 以上に該当する と き は、 措

置要件ごと に定める 期間のう ち最も 長いも のを も って当該有資格者の入札参加停止期間と

する 。こ の場合において、入札参加停止期間に長期及び短期の定めのある 措置要件に該当し

ている と き は、 適応さ せる 入札参加停止期間を 定めた上で他の措置要件に定める 入札参加

停止期間と 比較する も のと する 。  

2 有資格者が、 入札参加停止期間中又は当該期間の満了後３ 年を経過する ま での間に、 他の

事案について別表に掲げる 措置要件に該当する こ と と なったと き 、 又は第 2 条第 4 項の規

定によ り 再度入札参加停止を行ったと き は、別表及び前項の規定にかかわら ず、こ れら の規

定に定める 期間のそれぞれ２ 倍に相当する 期間を入札参加停止期間と する も のと する 。 た

だし 、 その期間は、 ３ 年を超えないも のと する 。  
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3 理事長は、 有資格者について情状酌量すべき 特別の事由がある と 認める と き は、 別表に規

定する 期間（ 前項の規定を適用し て定めた期間を含む。 次項において同じ 。） の 2 分の 1 に

相当する 期間を当該有資格者に係る 入札参加停止期間と する こ と ができ る 。  

4 理事長は、 有資格者について極めて悪質な事由がある ため、 又は有資格者が極めて重大な

結果を生じ さ せたため、 別表に規定する 期間を 超える 期間を定める 必要がある と 認める と

き は、 同表に規定する 期間の２ 倍に相当する 期間を当該有資格者に係る 入札参加停止期間

と する こ と ができ る 。 ただし 、 その期間は、 ３ 年を超えないも のと する 。  

5 理事長は、 入札参加停止者に係る 入札参加停止事由について、 情状酌量すべき 特別な事由

が明ら かと なったと き は、 入札参加停止期間を 2 分の 1 に、 極めて悪質な事由がある こ と

が明ら かと なったと き は、入札参加停止期間を 2 倍に変更する こ と ができ る 。ただし 、その

期間は、 ３ 年を超えないも のと する 。  

6 前項の規定によ り 入札参加停止期間を 2 分の 1 に変更する 場合において、既に当該変更後

の期間を徒過し ている と き は、 当該入札参加停止者に係る 入札参加停止を解除する も のと

する 。  

7 理事長は、別表の第 8 項各号のいずれかに該当する と し て入札参加停止を行う 場合におい

て、 同号に該当する こ と と なった有資格者から 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る 法律（ 昭和 22 年法律第 54 号。 以下「 独占禁止法」 と いう 。） 第 7 条の 2 第 6 項又は第

10 項から 第 12 項ま でのいずれかに該当する 旨の申出を受け、 こ れを確認し たと き は、 同

号に規定する 期間の 2 分の 1 に相当する 期間を当該有資格者に係る 入札参加停止期間と す

る こ と ができ る 。  

8 理事長は、別表の第 8 項各号のいずれかに該当する と し て既に入札参加停止を受けている

有資格者から 、独占禁止法第 7 条の 2 第 6 項又は第 10 項から 第 12 項ま でのいずれかに該

当する 旨の申出を受け、 こ れを確認し たと き は、 同号に規定する 入札参加停止期間を 2 分

の 1 に変更する こ と ができ る 。 第 6 項の規定は、 こ の場合について準用する 。  

9 第 3 項、 第 5 項、 第 7 項又は前項の規定によ り 入札参加停止期間を定め、 又は変更する 場

合において、 当該入札参加停止期間に１ 月未満の端数が生じ たと き は、 こ れを切り 上げる

も のと する 。  

10 理事長は、 入札参加停止者が入札参加停止事由について責めを負わないこ と が明ら かと

なったと 認める と き は、 当該入札参加停止者に係る 入札参加停止を解除する も のと する 。  

 

 （ 入札参加停止の承継）  

第 6 条 理事長は、 入札参加停止者から 合併等によ り 営業を実質的に承継し たと 認めら れる

有資格者がある と き は、 当該営業を承継し た有資格者に対し て引き 続き 入札参加停止を行

う も のと する 。  

 

 （ 入札参加停止等の通知）  

第 7 条 理事長は、 第 2 条第 1 項若し く は第 4 項、 第 3 条若し く は前条の規定によ り 入札参

加停止を行い、第 5 条第 5 項若し く は第 8 項前段の規定によ り 入札参加停止期間を変更し 、

又は同条第 6 項（ 第 8 項後段において準用する 場合を含む。） 若し く は第 10 項の規定によ
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り 入札参加停止を解除し たと き は、 当該有資格者に対し その旨を通知する も のと する 。  

2 事務局長は、 入札参加停止、 入札参加停止期間の変更又は入札参加停止の解除があったと

き は、 必要と 認める 課長等にその旨を通知する も のと する 。  

3 理事長は、 入札参加停止を行った場合において必要と 認める と き は、 当該入札参加停止者

から 改善措置の報告を徴する こ と ができ る 。  

 

 （ 随意契約の相手方の制限）  

第 8 条 理事長は、 入札参加停止者を本協会の随意契約の相手方と し ないも のと する 。 ただ

し 、 理事長が特にやむを得ない事由がある と 認める と き は、 こ の限り でない。  

 

 （ 下請等の禁止）  

第 9 条 入札参加停止者は、 入札参加停止を受けている 期間は、 協会が発注する 契約の全部

又は一部について下請をし 、又は再委託を受ける こ と ができ ない。ただし 、当該入札参加停

止者が入札参加停止前に下請をし 、 又は再委託を受けている 場合は、 こ の限り でない。  

 

 （ 契約保証の制限）  

第 10 条 理事長は、本協会が当事者と なる 契約について入札参加停止者がその保証人と なる

こ と を承認し ないも のと する 。ただし 、当該入札参加停止者が入札参加停止前に契約保証人

と なっている 場合は、 こ の限り でない。  

 

 （ 警告及び注意）  

第 11 条 理事長は、 入札参加停止を行わない場合において、 必要がある と 認める と き は、 当

該有資格者に対し 、 書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行う こ と ができ る 。  

 

 （ 入札参加回避）  

第 12 条 理事長は、有資格者が別表に掲げる 措置要件のいずれかに該当する こ と が明ら かと

なったと 認めら れる 場合において、 なお入札参加停止を行う こ と ができ ない特別の事情が

ある と き は、 第 2 条第１ 項の規定によ り 入札参加停止を行う ま での間、 当該有資格者に対

する 入札参加回避を行う こ と ができ る 。  

2 理事長は、 前項の規定にかかわら ず、 有資格者が別表に掲げる 措置要件のいずれかに該当

する こ と が明ら かと なったと 認めら れる 場合において、 なお入札参加停止を 行う こ と がで

き ない特別の事情があり 、かつ、必要がある と 認める と き は、あら かじ め期間を定めて又は

特定の入札について指名回避を行う こ と ができ る 。こ の場合において、指名回避の期間を定

める と き は、 別表に掲げる 措置要件ごと に定める 期間（ 第 5 条第 1 項及び第 2 項の規定に

よ り 定めた期間を含む。） を超えないも のと する 。  

3 理事長は、 有資格者が経営不振に陥ったと き は、 経営が再建さ れたと 認めら れる 日ま で指

名回避を行う も のと する 。  

4 前 3 項の規定によ る 入札参加回避は、当該入札参加回避の事由と なった事実を理事長が認

定し た日から 起算する も のと する 。  
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5 理事長は、第 1 項又は第 2 項の規定によ り 入札参加回避を行った有資格者（ 第 2 項の規定

によ り 特定の入札について入札参加回避を行ったも のを除く 。） に対し 第 2 条第 1 項の規

定によ り 入札参加停止を行う と き は、 当該入札参加回避を解除する も のと する 。  

6 理事長は、第 1 項若し く は第 2 項の規定によ り 入札参加回避を行った有資格者が入札参加

回避事由について責めを負わないこ と が明ら かと なったと 認める と き 、 第 1 項の規定によ

る 入札参加回避の期間が別表に掲げる 措置要件ごと に定める 期間を徒過し たと き 、又は第 3

項の規定によ り 入札参加回避を行った有資格者の経営が再建さ れたと 認めら れる と き は、

当該入札参加回避を解除する も のと する 。  

7 第 2 条第 2 項から 第 4 項ま で、 第 6 条、 第 7 条第 1 項及び第 2 項、 第 8 条並びに第 10 条

の規定は、第 1 項から 第 3 項ま での規定によ り 入札参加回避を行う 場合について準用する 。

ただし 、 第 2 項の規定によ り 特定の入札について入札参加回避を行う 場合は、 第 2 条第 2

項及び第 3 項、 第 8 条及び第 10 条の規定は準用し ない。  

 

 （ 入札参加停止の公表）  

第 13 条 理事長は、 第 2 条第 1 項及び第 4 項の規定によ る 入札参加停止を行ったと き は、

当該入札参加停止に係る 有資格者の商号又は名称、 所在地、 代表者の氏名（ 共同企業体に

あっては、 構成員の商号又は名称、 所在地及び代表者の氏名）、 入札参加停止事由及び入札

参加停止期間を公表する も のと する 。 ただし 、 当該入札参加停止に係る 有資格者が共同企

業体である 場合で、 その構成員に当該入札参加停止について直接責めを負わないと 認めら

れる 者がある と き は、 当該共同企業体に関する 事項について公表し ないこ と ができ る 。  

2 前項の規定によ る 公表は、イ ンタ ーネッ ト を利用し て閲覧に供する 方法によ り 行う も のと

する 。  

 

 （ 報告）  

第 14 条 有資格者は、 別表に掲げる 措置要件のいずれかに該当する 事由が発生し た場合は、

速やかにその旨を書面によ り 理事長に報告し なければなら ない。  

 

 （ 委任）  

第 15 条 こ の要綱の施行について必要な事項は、 事務局長が定める 。  

 

   附 則 

こ の要綱は、 平成２ １ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

こ の要綱は、 平成２ ７ 年７ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

こ の要綱は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
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別表（ 第 2 条関係）  

措   置   要   件 期間 

1 虚偽記載 

次の各号のいずれかに該当し たと き 。  

(1) 本協会が発注する 契約（ 以下「 本協会契約」 と いう 。） に係る 一般競争入札、 指名競争入

札及び随意契約において、次のいずれかの書類（ 当該書類に記載すべき 事項を記録し た電磁

的記録を含む。） に故意又は過失によ る 虚偽の記載をし 、 契約の相手方と し て不適当である

と 認めら れる と き 。  

ア 入札参加資格審査申請書、 技術者確認資料その他契約前に提出すべき 書類（ 第 13 項

第 3 号アに該当する 場合を除く 。）  

イ  建設業法（ 昭和 24 年法律第 100 号） 第 24 条の 8 第 1 項の施工体制台帳その他契約に

係る 書類 

(2) 規則第 5 条の入札参加資格審査の申請に係る 申請書その他添付書類（ 当該書類に記載す

べき 事項を記録し た電磁的記録を含む。） に、 故意又は過失によ る 虚偽の記載をし 、 契約の

相手方と し て不適当である と 認めら れる と き（ 当該事案の判明によ り 、入札参加資格を喪失

する 場合を除く 。）。  

 

2 過失によ る 粗雑履行 

契約の履行に当たり 、過失によ り 履行を粗雑にし た場合で、次の各号のいずれかに該当し た

と き 。  

(1) 当該事案が本協会契約に係る も のである と き （ 瑕疵
か し

が軽微である も のを除く 。）。  

(2) 当該事案が本協会契約以外の契約（ 以下「 一般契約」 と いう 。） に係る も ので瑕疵
か し

が重大

である と き 。  

 

3 履行成績不良 

本協会契約の履行成績が不良と 判定さ れたと き 。  

 

4 契約違反 

本協会契約の履行に当たり 、 次の各号のいずれかに該当する 契約違反があったと き 。  

(1) 契約の履行遅滞によ り 損害金を請求さ れたと き 。  

(2) 契約に基づく 措置請求に従わなかったと き 。  

(3) その他契約条項に違反し たと き （ 違反が軽微である も のを除く 。）。  

 

5 安全管理措置の不適切によ り 生じ た公衆損害事故 

契約の履行に当たり 、 安全管理の措置が不適切であったこ と によ り 公衆損害事故を生じ さ

せた場合で、 次の各号のいずれかに該当し たと き 。  

(1) 当該事案が本協会契約に係る も のであって、 次のいずれかに該当し たと き 。  

ア 公衆に死亡者を生じ さ せたと き 。  

イ  公衆に重大な損害を与えたと き 。  

ウ  公衆に負傷者（ 負傷の程度が軽微である も のを除く 。 以下同じ 。） を生じ さ せたと き 。  

 

 

 

 

 

 

6 月 

 

6 月 

 

6 月 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 

2 月 

 

 

 

6 月 

 

 

 

12 月 

6 月 

3 月 

 

 

 

 

 

6 月 

6 月 

4 月 
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(2) 当該事案が大阪府内の区域内を履行場所と する 一般契約（ 以下「 大阪府内における 一般

契約」 と いう 。） に係る も のであって、 前号のア又はイ のいずれかに該当し たと き 。  

 

6 安全管理措置の不適切によ り 生じ た履行関係者事故 

契約の履行に当たり 、 安全管理の措置が不適切であったこ と によ り 履行関係者に事故を生

じ さ せた場合で、 次の各号のいずれかに該当し たと き 。  

(1) 当該事案が本協会契約に係る も のであって、 次のいずれかに該当し たと き 。  

ア 履行関係者に死亡者を生じ さ せたと き 。  

イ  履行関係者に負傷者を生じ さ せたと き 。  

(2) 当該事案が大阪府内における 一般契約に係る も のであって、 履行関係者に多数の死傷者

を生じ さ せたと き 。  

7 贈賄 

刑法（ 明治 40 年法律第 45 号） 第 198 条に規定する 贈賄の容疑によ り 逮捕（ 逮捕を経ない

送検又は公訴の提起を含む。 以下同じ 。） さ れた場合で、次の各号のいずれかに該当し たと き 。 

(1) 当該事案が本協会の職員（ 役員を含む。 以下同じ 。） に対し て行われたも のであって、 逮

捕さ れた者が有資格者である 個人又は有資格者である 法人の役員（ 以下こ れら を「 役員等」

と いう 。） 若し く は有資格者の使用人（ 以下「 使用人」 と いう 。） である と き 。  

(2) 当該事案が本協会以外の他の公共機関の職員に対し て行われたも のであって、 逮捕さ れ

た者が役員等である と き 。  

(3) 当該事案が本協会以外の他の公共機関の職員に対し て行われたも のであって、 逮捕さ れ

た者が使用人である と き 。  

8 独占禁止法違反行為 

独占禁止法に違反し た場合で、 次の各号のいずれかに該当し たと き 。  

(1) 当該事案が本協会契約に係る も のであって、 次のいずれかに該当し たと き 。  

ア 公正取引委員会が刑事告発を行ったと き 。  

イ  役員等又は使用人が逮捕さ れたと き 。  

ウ  公正取引委員会から 排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたと き 。  

エ 公正取引委員会が独占禁止法違反行為を認定し 、 公表し たと き 。  

(2) 当該事案が一般契約に係る も のであって、 次のいずれかに該当し たと き 。  

ア 公正取引委員会が刑事告発を行ったと き 。  

イ  役員等又は使用人が逮捕さ れたと き 。  

ウ  公正取引委員会から 排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたと き 。  

エ 公正取引委員会が独占禁止法違反行為を認定し 、 公表し たと き 。  

2 月 

 

 

 

 

 

 

3 月 

2 月 

1 月 

 

 

 

 

24 月 

 

 

12 月 

 

6 月 

 

 

 

 

24 月 

24 月 

12 月 

6 月 

 

12 月 

12 月 

6 月 

3 月 
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9 談合等 

次の各号のいずれかに該当し たと き 。  

(1) 刑法第 96 条の 3 第 1 項に規定する 偽計入札又は同条第 2 項の規定によ る 談合の容疑に

よ り 逮捕さ れた場合で、 次のいずれかに該当し たと き 。  

ア 当該事案が本協会契約に係る も のであって、 逮捕さ れた者が役員等又は使用人である

と き 。  

イ  当該事案が一般契約に係る も のであって、 逮捕さ れた者が役員等である と き 。  

ウ  当該事案が一般契約に係る も のであって、 逮捕さ れた者が使用人である と き 。  

(2) 当該事案が本協会契約に係る も のであって、 次のいずれかに該当し たと き 。  

ア 入札に関し 不正な行為を行ったと 認めら れる と き 。  

イ  入札に関し 不正な行為を行ったおそれが非常に強いと 認めら れる と き 。  

 

10 あっせん利得処罰法違反行為 

公職にある 者等のあっせん行為によ る 利得等の処罰に関する 法律（ 平成12年法律第130号）

に違反し 、 逮捕さ れた場合で、 次の各号のいずれかに該当し たと き 。  

(1) 当該事案が本協会契約に係る も のであって、 逮捕さ れた者が役員等又は使用人である と

き 。  

(2) 当該事案が一般契約に係る も のであって、 逮捕さ れた者が役員等である と き 。  

(3) 当該事案が一般契約に係る も のであって、 逮捕さ れた者が使用人である と き 。  

 

11 建設業法違反行為 

建設業法に違反し た場合で、 次の各号のいずれかに該当し たと き 。  

(1) 役員等又は使用人が逮捕さ れたと き 。  

(2) 建設業法の規定によ り 指示処分又は営業停止処分を受けたと き 。  

 

12 暴力行為等 

次の各号のいずれかに該当し たと き 。  

(1) 役員等又は使用人が暴力行為等によ り 逮捕さ れた場合で、次のいずれかに該当し たと き 。 

ア 当該事案が本協会の職員に対し て行われたも のである と き 。  

イ  当該事案が本協会以外の他の公共機関の職員に対し て行われたも のである と き 。  

(2) 役員等又は使用人が本協会の職員に対し 暴力行為等を行い、 その事実を本協会が認知し

たと き （ 第 1 号アに該当する も のを除く 。）。  
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12 月 

6 月 

 

 

6 月 

3 月 

 

 

 

24 月 
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6 月 
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3 月 

 

 

 

 

24 月 

12 月 

12 月 
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(3) 役員等又は使用人が、 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成 3 年法律

第 77 号） に基づく 、 暴力的要求行為の中止命令を受けたと き 。  

 

13 不正又は不誠実な行為 

前各項に掲げる 場合のほか、業務に関し 不正又は不誠実な行為をし た場合で、次の各号のい

ずれかに該当し たと き 。  

(1) 本協会契約に関し 落札し たにも かかわら ず、正当な理由なく 契約を締結し なかったと き 。 

(2) 本協会契約に係る 一般競争入札において入札参加資格に係る 審査事項の確認に必要な書

類を正当な理由なく 本協会が定める 期日ま でに提出し なかったと き 。  

(3) 本協会契約に係る 一般競争入札における 現場代理人（ 工事に関する 設計、 測量等に係る

委託業務を除く 。 以下同じ 。） 又は技術者（ 以下「 現場代理人等」 と いう 。） の配置に関し 、

次のいずれかに該当し たと き 。  

ア 申請し た現場代理人等を正当な理由なし に配置し なかったと き 。  

イ  一度専任配置し た現場代理人等を正当な理由なし に変更し たと き 。  

(4) 本協会契約に関し 、 下請代金の支払遅延等があり 、 下請等の関係が不適切である と 認め

ら れたと き 。  

(5) 本協会の区域内に有する 営業所が営業所と し て不適格と 認めら れたと き 、 又は営業所と

し て不適切と 認めら れた場合において改善の指示を受けたにも かかわら ず、 改善措置を講

じ ないと き 。  

(6) 業務に関する 法令（ 建設業法を除く 。） に違反し た場合で、次のいずれかに該当し たと き 。 

ア 役員等又は使用人が逮捕さ れたと き 。  

イ  監督官庁から 処分等を受け、 又は法令等に基づき 商号等を公表さ れたと き 。  

(7) 前各号に定める も ののほか、 業務に関し 不正又は不誠実な行為をし 、 契約の相手方と し

て不適当である と 認めら れる と き 。  

 

 

 

 

 

 

 

14 前各項に定める も ののほか、 役員等が禁錮以上の刑に当たる 犯罪容疑によ り 逮捕さ れた場

合で、 契約の相手方と し て不適当である と 認めら れる と き 。  
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